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南
宋
初
期
の
王
安
石
評
債
に
つ
い
て

近

藤

成

は

じ

め

に

一
高
宗
の
経
術
主
義

二
高
宗
と
安
石
批
判

三

貫

録

修

訂

四
進
士
科
試
題

五

従

柁

問

題

お

わ

り

に
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t工

じ

め

小
論
は
、
南
宋
の
建
炎

・
紹
興
年
間
(
一
一
一
一
七
J
一
二
ハ
二
)
、
王
安
石
が
健
制
内
で
ど
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
値
制
の
許
慣
も
最
終
的
に
は
諸
個
人
の
評
慣
に
還
元
さ
れ
る
の
だ
が
、
安
石
を
批
判
す
る
に
し
ろ
支
持
す
る

に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
が
南
宋
朝
の
政
策
決
定
や
園
家
制
度
の
形
成
に
何
ら
か
の
影
響
を
興
え
た
限
り
に
於
て
専
ら
問
題
に
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

南
宋
政
権
は
概
ね
醤
法
議
の
立
場
に
た
つ
と
い
わ
れ
る
。
王
安
石
の
全
面
的
復
権
が
途
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
そ
れ
は
事
買
で

あ
る
。
し
か
し
大
勢
と
し
て
は
そ
う
で
も
、
個
々
の
政
治
過
程
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
曲
折
に
富
ん
で
い
る
し
、
奮
法
黛
の
立
場
も
反
新
法
と

そ
の
質
態
は
そ
れ
程
明
ら
か
で
は
な
い
。
従
っ
て
南
宋
の
政
治
史
或
い
は
政
治
思
想
史
を
こ
う
し
た
角
度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に

い
う
以
外
、



も
意
(味
は
あ
る
か
と
思
う
。

そ
し
て
何
よ
り
も
安
石
評
債
の
問
題
は
、
道
四
月
子
形
成
の
問
題
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
道
皐
涯
の
形
成
過
程
を
政
治
史

に
即
し
て
み
る
な
、ら
ば
、
そ
の
窮
極
に
「
程
朱
の
皐
」
の
官
皐
化
と
い
う
事
態
が
あ
り
、
政
治
的
、
社
曾
的
勢
力
と
し
て
自
己
を
擦
大
し
よ
う

と
し
て
最
初
に
出
曾
っ
た
障
碍
が
玉
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
小
論
は
祉
舎
的
、
政
治
的
勢
力
と
し
て
の
道
皐
涯
の
形
成
過
程
を

①
 

考
察
す
る
前
提
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

高
宗
の
鰹
術
主
義

，
奈
京
ら
新
法
黛
政
権
下
で
北
宋
が
金
の
侵
冠
を
蒙
む
り
滅
亡
し
た
こ
と
は
、
南
宋
政
権
を
必
然
的
に
反
新
法
H
奮
法
黛
の
立
場
に
立
た
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
既
に
靖
康
元
年
(
一
一
一
一
六
)
、
察
京
、
王
師
、
童
貫
ら
が
相
次
い
で
庭
環
あ
る
い
は
諒
殺
さ
れ
る
中
で
、
元
一
師
薫
籍
及
び
皐

②

③
 

術
の
禁
が
除
か
れ
蓄
法
黛
系
土
人
へ
の
追
封
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
高
宗
が
そ
の
路
線
を
縫
承
し
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
反
新

法
、
奮
法
黛
支
持
は
南
宋
政
権
の
前
提
で
あ
り
、
何
人
も
否
定
し
得
ぬ
建
前
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
高
宗
の
反
新
法
議
の
立
場
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
や
や
異
な
る
二
つ
の
動
機
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

建
炎
元
年
五
月
の
即
位
時
、
新
法
議
を
弾
劾
す
る
二
つ
の
詔
が
降
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
違
い
が
こ
の
二
つ
の
動
機
の
相
違
を
示
し

て
い
る
。
一
つ
は
受
命
時
の
大
赦
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
「
察
京
、
童
貫
、
朱
融
、
李
彦
、
孟
昌
齢
、
梁
師
成
、
語
積
及
び
其
の
子
孫
は
、
皆

な
園
を
誤
り
民
を
害
す
人
、
更
に
牧
絞
せ
ず
」
(「三
朝
北
盟
曾
編
」
各
一

O
一
〉
と
の
候
文
が
あ
る
よ
う
に
、

「建
前
論
的
」
立
場
か
ら
前
代
の
鶏

政
者
の
責
を
問
う
も
の
で
こ
の
立
場
は
以
降
、
元
一
柘
黛
人
の
復
権
と
い
う
形
で
政
策
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
即
位
二
箇
月
後
の
七
月
、
元
一
茄
黛
籍
に

在
っ
た
李
積
中
の
知
裏
陽
府
任
命
を
皮
切
り
に
(
「
要
録
」

巻
七
同
年
七
月
己
丑
)
、
二
年
正
月
周
武
仲
の
上
言
や

「
明
受
の
凱
L

後
の
高
宗
復
僻
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の
赦
文
で
全
面
的
な
黛
籍
人
の
録
用
が
明
示
さ
れ
る
が
、
本
格
的
に
寅
施
さ
れ
る
の
は
建
炎
四
年
七
月
以
降
で
あ
る
。
そ
の
後
十
年
以
上
に
亙

り
回
復
措
置
が
と
ら
れ
た
。
劃
象
と
な
る
の
は
、
元
符
三
年
に
上
書
し
た
臣
僚
の
う
ち
邪
等
の
籍
に
入
れ
ら
れ
た
者
及
び
徽
宗
の
崇
寧
年
問
、
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議
籍
碑
に
名
を
刻
ま
れ
た
者
達
で
、
本
人
の
復
官
、
臆
誼
、
追
封
や
思
典
の
復
活
、

子
孫
の
録
用
な
ど
が
輿
え
ら
れ
向
。

や
は
り
新
法
系
の
察
確
、
奈
下
、
邪
恕
の
遁
震
が
行
わ
れ
て
レ
る
が
、
こ
れ
は
「
宣
仁
后
を
註
誘
し
、

自
ら
定
策
の
功
有
る
を
言
う
に
坐
」
し
た
が
ら
で
あ
っ
た
(「要
録
」
径
五
)
。
こ
の
措
置
は
、
即
位
大
赦
の
翌
日
の
詔
、
「
宣
仁
聖
烈
皇
后
、
哲
宗

一
方
、
建
炎
元
年
五
月
丙
午
、

且
ィコ

を
保
佑
し
祉
稜
を
安
ん
ず
る
大
功
有
り
。
姦
臣
私
を
懐
き
聖
徳
を
謹
聴
し
著
わ
し
て
史
加
に
在
り
。
園
史
院
を
し
て
官
を
差
し
賓
を
掠
り
て
刊

修
し
、
天
下
に
播
告
せ
し
む
べ
し
」
(
寸
要
録
」
各
五
同
月
辛
卯
)
に
剖
躍
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
詔
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。

一つ
は
「
要
録
」
同
僚
に
附
さ
れ
た
巴
中
の
「
大
事
記
」
の
見
方
が
あ
る
。
宣
仁
皇
后
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
英
宗
の
皇
后
、
神
宗
の
生
母
で

あ
り
、
哲
宗
の
元
一
筋
年
問
、

司
馬
光
、
文
彦
博
ら
奮
法
黛
系
の
人
物
を
登
用
し
て
垂
簾
の
政
を
し
い
た
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
大
事
記
」
は

「
我
朝
の
治
、
元
一
怖
を
甚
と
篤
す
。
母
后
の
賢
、
宣
仁
を
最
と
魚
す
。
照

・
盟
の
小
人
相
縫
い
で
事
を
用
い
る
の
後
に
嘗
り
、
元
祐
を
以
て
繕

ぐ
に
非
ざ
ら
し
め
ば
、
則
ち
中
原
の
柄
、
靖
康
を
待
た
ず
し
て
後
ち
見
わ
れ
ん
。
京
師
守
り
を
失
う
の
時
に
嘗
り
、
元
一
筋
の
治
を
し
て
人
の
耳

自
に
在
ら
し
め
ざ
れ
ば
、
叉
何
を
以
て
炎
輿
の
運
を
聞
か
ん
か
。
此
れ
宣
仁
の
功
な
り
」
と
言
い
、
嘗
法
振
の
元
結
の
政
治
を
至
高
の
も
の
と
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し
、
元
一
茄
の
治
の
中
心
人
物
と
し
て
宣
仁
皇
后
を
位
置
づ
け
る
。
そ
の
宣
仁
皇
后
が
、
新
法
汲
章
惇
、
禁
下
ら
に
話
題
さ
れ
追
慶
す
ら
論
議
さ

れ
た
こ
と
の
不
嘗
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
黛
宇
の
再
開
で
は
な
く
、
「
古
今
人
心
の
天
理
」
だ
と
述
べ
る
。
要
す
る
に
先
述
し
た
「
建
前
論
」

し
か
し
こ
の
詔
は
高
宗
に
と
り
更
に
切
賞
な
意
味
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
高
宗
が
建
炎
元
年
五
月
南
京
展

天
府
で
即
位
し
た
と
き
、
金
に
桂
致
さ
れ
た
欽
宗
か
ら
高
宗
へ
の
帝
権
の
移
譲
は
、
開
封
に
在
っ
て
濁
り
北
狩
を
兎
れ
た
元
一
茄
太
后
の
手
を
経

る
と
い
う
形
式
の
も
と
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
哲
宗
の
皇
后
は
、
紹
豆
三
年
九
月
に
皇
后
を
慶
さ
れ
て
以
降
、
贋
立
を
繰
り
返

⑤
 

さ
れ
、
嘗
時
甚
だ
不
安
定
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
元
結
太
后
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
に
は
彼
女
を
皇
后
に
推
し
全
面
的
に

支
持
を
し
て
い
た
宣
仁
皇
后
の
許
慣
に
疑
貼
を
残
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
事
は
高
宗
即
位
の
正
統
性
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
高
宗
の
よ
り
個
人
的
動
機
か
ら
の
反
新
法
汲
の
立
場
は
、
奮
法
篤
人
の
復
権
策
と
は
別
に
、
新
法
涯
の
覗
角
か
ら
の
歴
史
紋
述
を

的
立
場
か
ら
の
見
方
に
近
い
。

訂
正
す
る
修
史
事
業
の
推
進
と
し
て
具
睦
化
す
る
。



白
今
、
敢
え
て
高
宗
の
反
新
法
議
の
立
場
に
一
一
つ
の
要
素
を
見
て
と
ろ
う
と
し
た
の
は
、
前
者
の
「
建
前
論
」
の
場
合
に
は
、

契
機
は
莱
京
一
涯
の
「
紹
述
の
政
」
に
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
第
一
原
因
は
安
石
の
新
法
貫
施
に
湖
る
と
し
て
安
石
批
判
が
前
面
に
出
て
く

る
。
そ
れ
に
射
し
て
後
者
は
、
章
惇
、
察
京
ら
紹
聖
以
降
の
修
史
に
関
連
し
た
新
法
黛
人
が
主
に
批
判
さ
れ
、
安
石
へ
の
非
難
の
調
子
が
前
者
よ

り
弱
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
高
宗
の
反
新
法
黛
の
動
機
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

亡
圏
の
直
接
の

責
庭
堅
、
米
帯
、
二
王
の
書
蹟
を
愛
し
自
ら
も
書
を
能
く
し
た
高
宗
は
、

文
化
的
に
は
比
較
的
高
く
評
債
さ
れ
る
も
の

の
、
政
治
上
は
、
金
の
北
半
占
領
、
宋
室
南
渡
と
い
う
朕
況
を
前
に
、
確
固
た
る
展
墓
を
持
ち
得
ず
、
時
時
の
宰
相
の
言
に
左
右
さ
れ
つ
つ
和

@
 

戦
南
様
の
主
張
の
聞
を
揺
れ
動
い
た
と
い
う
こ
と
で
評
判
門
は
よ
く
な
い
。
確
か
に
一
定
の
政
治
方
針
を
有
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
高
宗
で
は

そ
の
文
化
人
的
素
養
に
も
と
づ
く
経
術
主
義
と
も
い
う
べ
き
政
治
態
度
を
あ
げ

父
徽
宗
と
同
様
、

あ
る
が
、
も
し
高
宗
に
一
貫
し
た
も
の
を
求
め
る
と
し
た
ら
、

る
こ
と
が
で
き
る
。
高
宗
は
自
ら
の
日
課
を
「
早
朝
退
省
の
の
ち
臣
僚
の
章
疏
を
閲
覧
し
、
朝
食
後
は
『
春
秋
』
『
史
記
』
を
讃
む
。
夕
食
後
、

⑦

@
 

内
外
の
章
奏
を
見
て
、
夜
『
向
書
』
を
讃
む
こ
と
率
ね
二
更
ま
で
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
大
饗
皐
間
好
き
の
天
子
で
あ
っ
た
。
撃
聞
を
好
む

- 29一

高
宗
は
経
涯
を
重
視
し
た
。
金
の
南
下
に
よ
り
揚
州
に
追
わ
れ
な
が
ら
も
建
炎
元
年
十
二
月
に
は
早
速
、
講
讃
官
四
名
を
従
臣
よ
り
濯
び
、
翌

二
年
四
月
「
故
事
、
端
午
に
講
震
を
罷
め
、

中
秋
に
至
り
て
聞
く
。
除
、
寡
味
を
以
て
亙
の
簸
難
に
遇
い
、
先
王
の
道
を
皐
ぶ
は
有
盆
魚
る
を

知
る
。
方
に
孜
孜
と
し
て
史
を
講
ず
る
に
、
若
し
経
鑑
暫
ら
く
鞍
む
れ
ば
則
ち
疑
い
有
る
も
質
す
無
く
、
徒
ら
に
自
力
を
費
さ
ん
。
院
、
罷
む
こ

と
勿
か
ら
ん
と
欲
す
る
も
可
な
る
か
」
と
聞
い
、
大
臣
が
稽
讃
し
た
の
で
経
鐘
が
績
行
さ
れ
た
と
見
え
る
よ
う
に
(
「
要
録
」
巻
一
五
同
月
庚
申
〉
、

休
み
も
と
ら
ず
皐
業
に
励
ん
で
い
る
。
因
に
こ
の
時
の
講
讃
官
は
、
吏
部
向
書
周
武
仲
、
翰
林
皐
土
朱
勝
非
、
刑
部
向
書
王
賓
、

工
部
侍
郎
楊

時
で
あ
る
。
以
後
、
主
に
従
官
或
い
は
秦
檎
専
政
の
時
期
は
蓋
諌
が
侍
讃
、
侍
講
を
粂
ね
、
経
書
や
故
事
の
進
講
に
嘗
っ
た
。

の
皐
問
好
き
を
経
術
主
義
と
呼
ぶ
の
は
、
少
な
く
と
も
高
宗
の
意
固
と
し
て
翠
聞
を
輩
な
る
机
上
の
も
の
に
終
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
飽
く
ま
で

聖
賢
の
政
治
理
念
に
よ
っ
て
現
貧
を
指
導
す
る
た
め
の
古
典
研
究
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ

こ
う
し
た
高
宗

政
治
の
指
針
を
そ
こ
に
求
め
、
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る

「
上
、
大
臣
に
謂
い
て
日
く
、
帝
王
の
皐
有
り
、

士
大
夫
の
皐
有
り
。
朕
、
宮
中
に
在
り
て

一
日
も
拳
を
贋
す
る
無
し
。
然
し
て
但
だ
前



344 

古
の
治
道
を
究
め
、
今
に
宜
し
き
者
有
れ
ば
施
行
を
要
む
る
の
み
。

一
年
十
二
月
己
卯
〉
と
か
、

必
ず
し
も
章
句
を
指
摘
し
以
て
文
を
魚
さ
ず
」
(「要
録
」
径

一
四
三
紹
興
十

「
除
、
書
を
讃
む
毎
に
未
だ
嘗
て
有
め
に
せ
ず
。
必
ず
聖
人
の
立
言
す
る
所
以
の
意
を
思
う
。
:
:
:
書
を
讃
み
て
遁

用
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
愚
人
の
猶
を
過
無
き
が
ご
と
き
に
し
か
ず
。

患
を
篤
す
こ
と
更
に
甚
々
し
」
(
「要
録
」

巻

そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、

書
を
誼
み
て
適
用
せ
ざ
る
は

一
四
六
紹
興
十
二
年
八
月
丁
卯
〉
と
い
う
帝
王
皐
や
事
問
翻
は
、

現
買
に
生
か
す
道
を
求
め
た
高
宗
が
、
特
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
皐
が
、
史
民
平
で
あ
っ
た
。

経
書
か
ら
得
た
聖
賢
の
政
治
理
念
を

の
に
史
書
は
多
く
覇
を
雑
じ
え
る
と
い
う
理
由
で
却
下
し
て
い
る
(「要
録
」
径
六
一
同
月
辛
卯
〉
。

紹
興
二
年
十
二
月
、
新
知
江
陰
軍
の
趨
詳
之
が
、
経
症
で
諸
史
を
講
ず
る
よ
う
乞
う
た
上
奏
に
射
し
、
高
宗
は
六
経
が
皆
な
王
道
を
論
ず
る

し
か
し
既
に
建
炎
二
年
の
経
鐙
で
は
「
責
治

通
鑑
」
が
誼
ま
れ
て
お
り
、

如
何
に
「
遁
鑑
」
を
向
ん
だ
か

は
、
自
ら
書
寓
し
た
「
逼
鑑
」
第
四
加
を
宰
相
黄
潜
善
に
賜
わ
っ
た
り
(
「
要
録
」
巻
一
七
建
炎
二
年
九
月
戊
成
)
、
司
馬
光
を
姦
人
呼
ば
わ
り
し
て

@
 

「
遁
鑑
」
の
刊
行
を
妨
げ
た
雨
前
轄
運
副
使
王
採
が
罷
免
さ
れ
、
更
に
は
司
馬
光
の
子
孫
に
月
々
銭
米
を
支
給
す
る
よ
う
詔
し
た

高
宗
の
史
皐
へ
の
眼
は
早
く
か
ら
聞
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

(
「
要
録
」
傘
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二
一
建
炎
三
年
三
月
甲
申
)
こ
と
な
ど
が
物
語
っ
て
い
る
。

や
が
て
紹
興
年
閥
、
戦
局
の
少
康
朕
態
の
中
で
鰹
鐘
が
再
開
さ
れ
る
と
、
高
宗
の
興
味
は
「
春
秋
」
に
向
う
。
先
の
日
課
で
も
、

「
春
秋
」

と
「
史
記
」
の
講
讃
を
奉
げ
て
い
た
が
、

「
春
秋
」
は
二
十
四
日
で
繰
り
、返
し
讃
了
す
る
精
進
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
左
俸
」
を
胡
安
園

に
附
し
句
貼
を
施
せ
し
め
よ
う
と
し
た
紹
興
二
年
七
月
以
降
、
高
宗
と
「
春
秋
」
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
が
多
く
出
る
よ
う
に
な
る
(
「
要
録
」

今
が
非
常
時
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

安
園
は
、

「
左
俸
」

を
措
い
て
聖
経
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

巻
五
六
同
月
乙
丑
〉
。

繁
雑
な

(「宋史」

止を
四
三
五
本
俸
)
、
こ
れ
を
契
機
に
給
事
中
粂
侍
讃
と
し
て
「
春
秋
」
を
講
義
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
八
月
に
は
、
嘗
時
最
初
の

宰
相
位
に
あ
っ
た
秦
槍
に
射
す
る
呂
聞
浩
ら
反
劉
汲
の
追
い
落
し
工
作
の
中
で
、
安
園
は
経
症
を
酔
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
高
宗
は
安
閣
の
「
春
秋
」
解
緯
に
大
き
な
信
頼
を
置
い
て
い
た
よ
う
で
、
紹
興
五
年
三
月
、
彼
の
推
薦
し
た
朱
震
に
「
左
俸
」
を
講
義
さ

せ
ハ
「
要
録
」
巻
八
七
同
月
丁
丑
〉
、
六
年
十
二
月
に
進
呈
さ
れ
た
「
春
秋
胡
氏
俸
」
は
、

高
宗
の
座
右
の
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
「
要
録
」
巻
一

O



五
紹
興
七
年
九
月
了
酉
〉
。

「
君
矯
り
て
『
春
秋
』
を
知
ら
ざ
れ
ば
君
震
る
の
遵
に
昧
く
、
臣
震
り
て
『
春
秩
』
を
知
ら
ざ
れ
ば
臣
震
る
の
道
に
味
し
。
此
の
書
、
褒
庭

甚
々
巌
な
り
。
員
に
寓
世
の
法
な
り
'
」
〈
「
要
録
」
巻
一
四
八
紹
興
十
三
年
二
月
丙
寅
)
と
は
、
や
は
り
高
宗
が
「
春
秩
」
を
帝
王
皐
の
最
重
要
書
と

考
え
た
こ
と
を
示
す
言
で
あ
る
が
、

「
逼
鑑
」

の
と
き
と
問
機
、

皇
帝
の

「
春
秋
」
辱
重
は
幾
つ
か
の

波
及
数
果
を
も
た
ら
し
た
。

一
つ
は

「
春
秋
」
注
樟
書
の
蒐
集
で
あ
る
。
例
え
ば
紹
興
二
年
、
河
南
助
教
杜
誇
が
嘗
て
生
前
に
集
め
た
諸
春
秋
俸
が
皐
官
に
附
さ
れ
(
「
要
録
」
巻
五

九
同
年
十
月
丙
申
)
、
三
年
二
月
賞
庭
竪
の
甥
で
あ
る
右
諌
議
大
夫
徐
怖
が

「
春
秋
解
義
」

を
準
め
て
お
り
、

或
い
は
同
六
年
に
は
選
人
文
旦
の

「
春
秋
要
義
」
、
故
峯
子
方
の
「
春
秋
解
」
が
皐
土
朱
震
に
よ
っ
て
検
討
、
校
正
さ
れ
、
い
ず
れ
も
賞
讃
に
興
っ
て
い
る
(
「
要
録
」
巻
一

O
四
同

年
八
月
辛
丑
)
。
ま
た
「
春
秋
」
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
抜
擢
さ
れ
る
者
も
出
て
く
る
。
程
門
高
弟
布
衣
王
姦
は
、
「
春
秋
」
に
逼
じ
素
行

高
潔
、
憂
時
愛
君
の
心
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
準
土
出
身
を
賜
わ
り
秘
書
省
正
字
に
除
せ
ら
れ
た
が
〈
「
要
録
」
各
八
三
紹
興
四
年
十
二
月
己
卯
〉
、

こ
れ
は
異
例
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紹
興
十
二
年
、
郷
貢
準
土
の
董
自
任
は
「
春
秋
線
鑑
」
を
献
じ
た
こ
と
に
よ
り
永
菟
文
解
の
特
典
を
賜
わ
っ

た
上
、
太
皐
録
に
充
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
が
、
春
秋
翠
の
隆
盛
を
も
た
ら
し
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
春
秋
風
午
の
質
の
向
上
の

面
で
何
ら
か
の
刺
激
を
輿
え
た
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
紹
興
十
二
、
三
年
頃
、
す
な
わ
ち
金
と
の
和
議
成
立
以
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前
の
時
期
に
多
く
見
え
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
高
宗
の
終
生
饗
わ
ら
ぬ
経
術
主
義
も
、
政
治
朕
況
と
全
く
無
縁
で
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
が
、
こ
う
し
た
高
宗
の
史
皐
を
中
核
と
す
る
経
術
主
義
が
現
寅
に
百
六
健
化
す
る
例
と
し
て
、
宣
仁
皇
后
問
題
と
結

び
つ
く
紳
宗
・
哲
宗
貧
録
の
重
修
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
高
宗
の
奮
法
黛
的
立
場
を
構
成
す
る
最
も
大
き
な
要
素
は
、
史
民
平

隼
重
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
高
宗
の
経
術
主
義
と
王
安
石
評
債
に
つ
い
て
二
、
三
の
テ
l
マ
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
が
、
そ

の
前
に
建
炎
・
紹
興
年
聞
の
安
石
批
剣
の
動
き
の
大
略
を
見
て
お
き
た
い
。

345 

吉
岡
宗
と
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高
宗
が
自
分
の
言
葉
で
、
安
石
や
新
法
に
つ
い
て
直
接
語
る
記
事
は
存
外
少
な
い
の
だ
が
、
臣
僚
と
の
封
話
な
ど
か
ら
関
連
す
る
部
分
を
集

め
て
み
る
と
、
高
宗
及
び
そ
の
周
園
の
安
石
批
判
は
幾
つ
か
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
北
宋
末
の
靖
康
元
年
(
一

一一一
六
〉
、
右
諌
議
大
夫
楊
時
の
、
王
安
石
を
痛
烈
に
批
判
し
た
「
上
欽
宗
皇
帝
」
文
が
、

に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
輿
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
程
聞
は
元
結
黛
籍
に
入
れ
ら
れ
、
反
新
法
、
蓄
法
汲
の
立

以
降
の
安
石
批
剣

場
は
既
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
二
程
の
高
弟
で
そ
の
正
統
を
纏
ぎ
、

し
か
も
因
子
祭
酒
と
い
う
穎
職
に
登
っ
た
楊
時
が
安
石
批
剣
の
念
先
鋒

に
立
っ
た
こ
と
は
、
以
後
反
王
安
石
を
標
携
す
る
政
治
勢
力
の
中
心
に
程
皐
系
の
摩
者
が
登
場
し
て
く
る
契
機
と
な
っ
た
貼
で
重
要
で
あ
る
。

ま
た
理
財
に
通
じ
た
経
世
家
に
共
通
し
て
貼
ら
れ
る
レ
ヅ
テ
ル
で
は
あ
る
が
、
安
石
の
政
治
が
管
商
の
術
で
あ
る
と
の
指
摘
、
王
氏
の
摩
が
皐

者
の
心
術
を
破
壊
し
た
こ
と
な
ど
、

が
、
楊
時
の
上
奏
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
の
安
石
批
判
の
内
容
が
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

白
わ
ば
安
石
批
判
の
一
つ
の
型

き
て
南
渡
後
は
、
高
宗
の
即
位
(
一
一
一
一
七
)
か
ら
紹
興
三
年
(
一
二
三
二
)
前
後
に
至
る
ま
で
を
一
時
期
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
期
聞
は
、
北
宋
滅
亡
後
の
混
乱
期
で
、
南
渡
の
衝
撃
に
即
醸
し
た
形
で
の
安
石
批
判
が
み
ら
れ
る
。
建
炎
三
年
六
月
、
北
宋
滅
亡
の
原
因

で
あ
る
と
し
て
、
安
石
が
紳
宗
廟
の
功
臣
配
饗
か
ら
瓢
け
ら
れ
た
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
配
饗
を
罷
め
る
詔
を
執
筆
し
た
の
は
胡

寅
布
、
彼
は
ま
た
長
文
の
上
奏
を
奉
り
、
そ
の
中
で

「安
石
が
小
人
を
用
い
た
た
め
仁
宗
の
養
育
し
た
君
子
が
跡
絶
え
、
遂
に
は
園
を
誤
る
に

至
っ
た
こ
と
。
照
寧
以
前
の
篤
寅
弱
行
の
土
に
替
わ
り
、
安
石
以
降
併
老
・
虚
無
の
読
を
唱
え
賞
用
に
適
さ
ぬ
人
物
が
出
た
」
こ
と
に
つ
い
て

安
石
の
罪
を
詳
述
し
た
(
「
要
録
」
巻
二
七
建
炎
三
年
間
八
月
庚
寅
)
。
胡
寅
は
以
後
も
反
新
法
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
高
宗
の
安
石
翻

が
未
だ
定
ま
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
記
事
も
み
え
る
。
建
炎
四
年
六
月
己
亥
、
監
察
御
史
江
臓
の
史
墜
に
詳
し
い
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
、
高

宗
は

「
今
の
士
大
夫
、
史
皐
を
知
る
者
幾
人
か
。
此
れ
皆
な
王
安
石
の
経
義
を
以
て
科
を
設
く
る
の
弊
な
り
」
と
語
っ
た
。
宰
相
宿
宗
弔
ア
は
、

こ
れ
に
員
の
原
因
は
奈
京
兄
弟
の
「
紹
漣
の
読
」
に
あ
る
と
答
え
、
高
宗
の
賛
意
を
得
て
い
る
(
「
要
録
」
を
三
四
〉
。
建
前
論
的
反
新
法
が
最
も

盛
行
し
た
こ
の
時
期
、
高
宗
の
本
音
が
出
て
い
る
黙
で
興
味
深
い
。
ま
た
紹
興
元
年
に
は
、
直
龍
園
閣
沈
輿
求
が
高
宗
の

「
王
安
石
の
罪
は
、



新
法
を
行
う
に
在
り
」
と
の
言
に
封
し
、

下
を
惑
蹴
し
、
そ
れ
が
靖
康
の
摘
の
原
因
で
あ
る
」

批
判
の
目
を
向
け
高
宗
の
考
え
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
沈
輿
求
は
直
接
程
皐
と
繋
が
ら
な
い
が
、
批
判
の
内
容
は
楊
時
の
延
長
上
に

あ
る
と
言
え
る
。
要
す
る
に
こ
の
時
期
は
、
北
宋
滅
亡
の
徐
波
の
中
で
反
新
法
の
中
核
勢
力
が
程
皐
系
官
僚
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

「
安
石
は
揚
雄
、

鴻
道
を
高
く
評
債
し
其
の
心
術
が
正
し
く
な
い
。
従
っ
て
そ
の
翠
術
も
幽
読
で
天

と
答
え
て
い
る
(
「
要
録
」
巻
四
六
同
年
八
月
庚
午
〉
。
安
石
の
思
想
傾
向
及
び
そ
の
皐
聞
に

突
の
全
面
的
な
安
石
批
判
政
策
貧
施
期
の
前
段
階
に
嘗
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
時
期
は
紹
興
四
年
(
二
三
四
〉
か
ら
八
年
(
二
三
八
)
の
、

ほ
ぼ
越
鼎
が
宰
相
に
あ
っ
た
期
間
で
、

程
皐
系
の
開
学
者
が
政
治
勢
力

と
し
て
も
有
力
に
な
り
、
安
石
批
判
が
賞
際
の
政
治
の
上
に
最
も
反
映
さ
れ
た
所
に
特
色
が
あ
る
。
神
宗
・
哲
宗
雨
貫
録
の
重
修
が
開
始
さ
れ

た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
高
宗
と
修
史
の
捨
嘗
責
任
者
で
あ
る
宗
正
少
卿
粂
直
史
館
活
沖
と
の

封
話
の
一
つ
を
奉
げ
て
み
よ
う
。
古
向
宗
は
「
今
で
も
安
石
は
正
し
い
と
言
う
者
が
お
り
、
最
近
、
安
石
の
法
度
を
行
う
よ
う
求
め
る
者
ま
で
居

た
が
、
何
故
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
か
」
と
質
し
た
。
史
料
に
は
除
り
残
つ
て
は
い
な
い
が
、
安
石
支
持
勢
力
の
存
在
を
示
唆
す
る
護
言
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
割
し
沼
沖
は
、
程
聞
の
言
を
援
用
し
て
安
石
の
心
術
不
正
の
害
が
今
に
及
ぶ
こ
と
を
説
明
し
た
。
論
法
は
先
に
見
た
沈
輿
求
と
高

宗
の
曾
話
の
中
で
の
雨
者
の
位
置
を
程
聞
と
沼
沖
に
置
き
換
え
れ
ば
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
安
石
は
針
王
の
告
を
聾
抹
さ
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
(
「
要
録
」
巻
七
九
紹
興
四
年
八
月
戊
寅
、
丙
申
)
。
こ
の
措
置
は
、

瞳
制
が
王
安
石
を
ど
う
評
債
し
て
い
た
か
を
知
る
一
つ
の
指
標
で
あ

り
、
建
炎
三
年
の
紳
宗
廟
か
ら
の
遁
放
が
越
鼎
の
上
奏
に
依
る
こ
と
を
併
わ
せ
考
え
る
と
、

こ
の
時
期
、

程
同
月
子
系
官
僚
が
反
安
石
の
ス

ロ
l
ガ

ン
の
も
と
に
政
局
を
指
導
し
た
様
子
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
例
え
ば
紹
興
六
年
、
吏
部
侍
郎
劉
大
中
が
侍
講
を
命
じ
ら
れ
た

制
詞
に
は
「
照
寧
以
来
、
王
氏
の
皐
行
わ
れ
る
こ
と
六
十
徐
年
、
邪
読
横
輿
し
正
途
墾
塞
さ
る
云
々
」
と
あ
り
、
経
鐘
官
の
僻
令
ま
で
も
安
石

批
判
を
基
調
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(
「
要
録
」
巻
九
七
同
年
正
月
辛
卯
)
。

ま
た
程
皐
系
官
僚
の
安
石
批
判
で
王
皐
の
内
容

を
論
駁
す
る
も
の
が
高
宗
の
目
に
鰯
れ
る
の
も
、

こ
の
時
期
で
あ
る
。
既
に
楊
時
は
コ
二
組
義
捧
」
を
著
わ
し
「
三
経
新
義
」
を
論
じ
て
い
た
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が
、
弟
子
の
王
居
正
は
、

そ
れ
を
更
に
敷
街
し
て
「
毛
詩
癖
皐
」
二
十
巻
、
「
尚
書
難
民
干
」
十
三
巻
、
「
周
躍
欝
皐
」
五
巻
、
「
三
経
縛
同
月
子
外
集
」
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一
巻
と
し
、
紹
輿
五
年
、

⑪
 

こ
れ
ら
を
七
巻
に
ま
と
め
て
献
上
し
た
。

し
か
し
、
安
石
批
判
を
挺
子
に
す
る
程
圏
平
仮
官
僚
の
急
激
な
撞
頭
は
、
朝
廷
内
部
に
摩
擦
を
も
引
き
起
し
た
。

こ
の
聞
の
事
情
を
窺
わ
せ
る

記
事
に
陳
公
輔
の
上
言
が
あ
る
。
彼
の
上
奏
は
「
道
命
録
」
巻
三
に
牧
め
ら
れ
た
紹
興
六
年
十
二
月
二
十
六
日
の
「
伊
川
之
島
平
惑
凱
天
下
乞
廃

絶
」
の
論
が
有
名
で
、
李
心
俸
の
按
語
に
よ
っ
て
南
宋
に
於
け
る
程
謬
禁
止
の
始
ま
り
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
論

は
、
程
与
の
内
容
ま
で
批
判
し
た
も
の
で
は
な
く
、
朋
朴
織
の
弊
害
を
指
摘
し
た
に
止
ま
る
。
李
心
俸
が
言
う
よ
う
に
越
鼎
が
宰
相
に
な

っ
て
か

し
か
も
越
鼎
は
伊
川
と
面
識
が
な
か
っ
た
の
で
、

利
に
聴
い

一
部
土
人
の
聞
で
「
狂
言
怪
語
、

ら
程
皐
系
の
同学
者
官
僚
の
登
用
が
多
く
な
り
、

淫
説
部
除
」
を
伊
川
の
文
、
「
幅
巾
大
袖
、
高
硯
嗣
歩
」
が
伊
川
の
行
だ
と
し
て
程
拳
徒
を
詐
稀
す
る
風
か
起
っ
た
。
や
が
て
そ
れ
が
他
を
排

除
し
簸
涯
を
形
成
す
る
動
き
と
な
っ
た
の
で
公
輔
は
、
安
石
の
撃
が
定
論
と
な
っ
た
以
後
の
朋
黛
の
弊
と
同
じ
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
公
輔
の
程
皐
批
判
は
、
同
年
七
月
に
行
っ
た
王
安
石
の
皐
術
、
政
策
へ
の
批
判
と
併
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

を
粗
略
に
し
た
こ
と
な
ど
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、

そ
れ
が
「
議
す
る
者
、
向
お
安
石
の
政
事
善
か
ら
ず
と
雄
も
、

準
術
向
お
取
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(
「
宋
史
」
径
三
七
九
本
俸
)
。
安
石
批
判
の
論
旨
は
「
三
経
新
義
」
「
字
詰
」
が
聖
人
を
話
題
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
春
秋
」
「
史
記
」「
漢
書
」

る
べ
し
と
謂
う
」
と
あ
る
よ
う
に

王
象
支
持
者
へ
の
反
論
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り

こ
こ
で
も
依
然
と
し
て
王
皐
の
影
響
が
示
唆
さ
れ

る
。
要
す
る
に
程
摩
波
官
僚
の
撞
頭
に
劃
す
る
反
動
が
、
程
向島
ナ
も
王
拳
も
同
じ
朋
黛
の
弊
を
有
す
る
と
の
批
判
を
引
き
起
し
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
紹
興
八
年
(
二
三
七
)
十
月
、
趨
鼎
が
宰
相
を
去
り
秦
檎
幕
政
時
代
に
入
る
と
、
程
皐
へ
の
弾
塵
が
始
ま
り
、
高
宗
を
中
心
と
す
る

廟
堂
の
安
石
批
判
の
空
気
に
も
愛
化
が
起
る
。
以
降
二
十
五
年
の
秦
檎
の
死
ま
で
が

一
時
期
で
あ
る
。
秦
槍
の
設
後、

超
鼎
と
檎
を
比
較
し
て

秘
書
省
正
字
葉
謙
亨
は
、

「
向
に
朝
論
は
、

専
ら
程
願
の
皐
を
向
び
、
設
を
立
つ
る
に
梢
か
異
な
る
者
有
る
は
皆
な
選
に
在
ら
ず
。
前
日
の
大

臣
は
則
ち
陰
か
に
王
安
石
を
佑
び
、
其
の
説
を
取
る
に
梢
か
程
皐
に
渉
る
者
は
一
切
撹
棄
す
」
と
述
べ
、
高
宗
は
「
越
鼎
は
程
願
を
主
と
し
、

秦
檎
は
安
石
を
向
ぶ
」
と
答
え
て
い
る
(
「
要
録
」
巻
一
七
二
紹
興
二
十
六
年
六
月
乙
酉
〉
。
確
か
に
越
鼎
の
程
皐
隼
重
か
ら

一
轄
し
て
秦
槍
の
程
皐

弾
匪
時
代
へ
の
繁
化
は
、

秦
槍
と
安
石
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
程
皐
と
王
皐
の
封
立
と
い
う
形
に
整
理
が
で
き
、

黛
汲
と
思
想
的
立
場
の
闘
係



は
理
解
し
や
す
く
な
る
。
し
か
し
秦
檎
H
王
拳
と
い
う
見
方
は
、
「
道
命
録
」
巻
固
な
ど
に
引
か
れ
良
く
知
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

秦
槍
の
皐
術
の
具
睦
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
。
宋
金
和
議
を
遂
行
し
た
秦
槍
に
と
り
、
程
拳
系
の
皐
者
官
僚
に
主
戦
論
者
が
多
い
こ
と

は
、
嘗
然
程
皐
弾
匪
の
必
要
性
を
考
え
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
際
、
程
筆
者
が
攻
撃
す
る
王
撃
に
近
づ
く
こ
と
は
十
分
議
測
で
き
る
の
だ

が
、
反
王
皐
は
南
宋
政
権
成
立
の
「
建
前
」

で
あ
る
こ
と
、

或
い
は
王
皐
の
現
貫
主
義
的
性
格
が
秦
檎
の
政
治
方
針
に
合
致
し
は
す
る
も
の

の
、
講
和
を
積
極
的
に
支
持
す
る
理
論
と
し
て
の
機
能
を
王
製
が
果
し
て
も
つ
も
の
か
ど
う
か
、

そ
の
溢
り
が
明
瞭
で
な
い
の
で
「
秦
槍
は
王

安
石
を
向
ぶ
」
と
い
う
貫
態
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

紹
興
十
四
年
、
高
宗
は
秦
槍
と
の
禽
話
の
中
で

「
王
安
石
、
程
願
の
皐
、 し

か
し
高
宗
の
安
石
批
判
が
こ
の
時
期
に
弛
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

各
々
長
ず
る
所
有
り
。

撃
者
嘗
に
其
の
長
ず
る
所
を
取
る
ベ
し
」

〈
「
要
録
」
倉
一
五
一
同
年
三
月
美
酉
)
と
述
べ
て
い
る
が
、

隼
崇
の
行
過
ぎ
是
正
が
、
ま
ず
陳
公
輔
の
論
の
よ
う
に
王
皐
・
程
皐
南
者
の
「
専
門
の
島
ご
の
禁
止
と
い
う
形
を
と
り
、

「
専
門
の
皐
」
で
専
ら
程
皐
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
分
だ
け
王
安
石
が
浮
上
す
る
。
高
宗
の
言
葉
は
そ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て

い
る
。
同
年
四
月
、
勝
作
監
丞
蘇
箔
が
、
「
近
世
の
儒
臣
の
諸
経
解
を
集
め
て
唐
の
『
正
義
』
の
闘
け
た
所
を
補
う
よ
う
に
」
と
乞
う
た
の
に

射
し
、
高
宗
は
秦
檎
に
「
此
の
論
甚
々
嘗
れ
り
。

諸
設
を
皐
官
に
頒
て
ば
、
王
安
石
、
程
聞
の
読
を
師
と
す
る
者
も
紛
転
す
る
に
至
ら
ず
」

(
「
要
録
」
巻
一
五
一
同
月
丙
戊
〉
と
雨
手
を
摩
げ
て
賛
成
し
て
い
る
。
安
石
に
肩
入
れ
し
よ
う
と
す
る
秦
槍
へ
の
牽
制
と
も
解
樟
で
き
、
高
宗
の

部
分
的
に
せ
よ
安
石
を
肯
定
し
た
記
事
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。
越
鼎
の
程
皐

や
が
て
秦
檎
時
代
は
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複
雑
な
心
理
を
覗
か
せ
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
反
王
皐
の
空
気
が
弛
ん
だ
こ
と
は
、

次
に
拳
げ
る
陶
慢
の
官
歴
の
襲
遅
か
ら
も
窺
え
る
。

向
書
金
部
員
外
郎
で
あ
っ
た
陶
催

は
、
紹
興
六
年
二
月
己
亥
、
知
錫
州
に
轄
出
さ
せ
ら
れ
、
翌
月
に
は
監
嘗
差
遣
に
落
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
高
宗
へ
の
面
劉
の
言
が
「
紹

越
の
読
」
で
あ
り
、

父
節
父
が
察
京
の
薫
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
新
法
黛
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と

き
の
宰
相
は
趨
鼎
、
張
凌
で
あ
る
。

し
か
し
七
年
三
月
、
鼎
が
相
位
を
去
っ
て
い
る
聞
に
監
嘗
官
か
ら
知
吉
州
に
移
り
、

以
後
司
農
少
卿
、
右
司
員
外
郎
と
中
央
官
を
歴
任
、
十
八
年
五
月
、

や
が
て
秦
檎
専
政
時

直
龍
闇
閣
知
浬
州
で
卒
し
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代
を
迎
え
る
と
再
び
金
部
員
外
郎
に
戻
り
、



350 

た
。
新
法
涯
官
僚
陶
慢
の
趨
鼎
時
代
の
左
遷
と
、
秦
檎
時
代
の
登
用
を
見
る
と
、
秦
檎
の
「
安
石
を
向
ぶ
」
立
場
は
、
必
ず
し
も
高
宗
の
言
葉

の
上
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
十
五
年
の
秦
槍
の
死
か
ら
、
三
十
二
年
(
一
二
ハ
二
〉
紹
興
の
移
り
ま
で
が
第
四
期
で
あ
り
、
こ

の
時
期
、
高
宗
の

口
か
ら
再
び
安
石
批
判

⑫
 

が
出
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
張
波
、
趨
鼎
、
胡
寅
ら
の
館
職
が
復
さ
れ
、
秦
拾
時
代
の
反
程
皐
策
は
弛
め
ら
れ
た
。
し
か
し
程
築
は
以
前
の

よ
う
に
優
遇
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
王
向
学
と
併
存
す
る
形
で
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
程
皐
封
王
皐
と
い
う
封
立
そ
の
も
の
が
稀
薄
と

な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

一
つ
の
目
安
と
し
て
建
炎

・
紹
興
年
聞
を
四
期
に
分
け
て
み
た
。
宰
執
段
階
で
の
糞
波
、
準
援
の
角
逐
と
高
宗
の
鰹
術
主
義
が
合
盟

し
て
そ
れ
ら
諸
時
期
の
特
色
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上

質

主~

{彦

訂
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高
宗
の
鰹
術
主
義
と
王
安
石
評
慣
が
関
連
す
る
問
題
に
修
史
事
業
が
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
高
宗
の
史
皐
へ
の
興
味
は
、
過
去
の
史
賓

か
ら
現
在
の
指
針
を
浪
み
と
ろ
う
と
す
る
所
に
あ
り
必
ず
し
も
史
書
編
纂
と
は
結
び
つ
か
な
い
が
、
高
宗
即
位
を
め
ぐ
る
特
殊
事
情
が
あ
る
に

せ
よ
、

そ
の
「
貫
録
」
改
修
に
見
せ
た
意
欲
は
、
史
皐
重
硯
の
姿
勢
を
ぬ
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

王
安
石
は
経
を
傘
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
春
秋
」

の
皐
官
を
た
て
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

後
世
、

「
春
秋
」
を

「
断
帰
朝
報
(
官
報
の

断
片
〉
」
だ
と
言
っ
て
麗
し
、
史
皐
を
禁
じ
た
元
兇
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
燈
は
、
既
に
「
宋
元
皐
案
」
巻
九
八
刑
公
新
聞
学
略
な
ど
が

@
 

述
べ
る
よ
う
に
事
寅
で
は
な
い
。
し
か
し
先
に
も
引
い
た
建
炎
四
年
の
高
宗
と
活
宗
安
の
封
話
で
、
高
宗
が
「
今
の
士
大
夫
が
史
皐
を
知
ら
ぬ

思
わ
れ
る
。
特
に
「
春
秋
」
に
つ
い
て
は
、

の
は
安
石
が
紐
義
で
科
事
を
行
っ

た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
安
石
と
史
皐
の
禁
を
結
び
つ
け
る
考
え
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と

「
刑
公
、
詞
賦
を
賭
け
粧
を
偉
ぶ
も
、
濁
り
『
春
秋
』
の
み
は
聖
経
に
非
ず
と
し
て
試
せ
ず
。
所

以
に
元
前
の
諸
人
多
く
春
秋
俸
解
を
作
る
L

(

張
端
義
「
貴
耳
集
」
下
)
と
い
う
見
方
、
す
な
わ
ち
「
春
秋
」
傘
重
郎
反
王
安
石
と
の
理
解
が
で
き



あ
が
っ
て
ゆ
く
。
従
っ
て
高
宗
の
「
春
秋
」
愛
讃
は
、
そ
れ
だ
け
で
安
石
批
剣
の
立
場
に
た
つ
も
の
と
後
世
の
人
々
に
思
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

高
宗
時
代
の
修
史
で
最
も
紛
糾
し
た
の
は
、
「
一
洞
宗
・
哲
宗
貫
録
」
の
重
修
と
「
徽
宗
質
録
」
の
編
纂
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
三
貫
録
編

纂
の
経
緯
を
述
ベ
、
安
石
批
剣
の
問
題
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る
。
高
宗
は
卸
位
後
た
だ
ち
に
宣
仁
皇
后
を
甚
蔑
す
る
記
事
が
あ
る
か
ら
と
い

う
理
由
で
、
園
史
院
に
刊
修
の
詔
を
出
し
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
帝
位
の
正
統
性
に
拘
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
緊
念
を
要
し
た
の

し
か
し
建
炎
か
ら
紹
興
初
年
ま
で
は
、
金
軍
の
南
下
、
度
重
な
る
移
陣
な
ど
に
よ
り
史
官
の
整
備
す
ら
僅
な
ら
ず
、
建
炎
四
年
十
二

で
あ
る
。

月
、
昭
慈
孟
皇
后
の
遺
旨
と
も
言
う
べ
き
側
定
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
訂
に
着
手
で
き
た
の
は
紹
興
四
年
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
重
修
の
理
由
は
、
「
紳
宗
貫
録
」
に
は
王
安
石
の
「
目
録
」
が
添
入
さ
れ
、
「
哲
宗
貫
録
」
は
察
京
、
察
下
の
手
で
編

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
新
法
議
の
議
涯
的
観
黙
か
ら
の
紋
述
を
訂
正
す
る

修
さ
れ
た
か
ら
誤
り
が
多
く
信
を
後
世
に
停
え
る
所
以
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

(「要
録
」
を
七
六
紹
興
四
年
五
月
笑
丑
、
庚
申
)
。

- 37ー

さ
て
「
紳
宗
貫
録
」
二
百
を
は
、
元
一
版
元
年
(
一

O
八
六
)
二
月
、
郵
温
伯
、
陸
佃
が
修
撲
、
林
希
、
曾
肇
を
検
討
官
、
宰
臣
奈
確
を
提
奉
に

編
纂
が
始
め
ら
れ
、
同
六
年
三
月
完
成
、
巨
大
防
が
上
呈
し
て
レ
る
。
こ
の
問
、
超
彦
若
、
活
組
百
円
、
責
庭
竪
ら
鍔
鋒
た
る
メ
ム
バ
ー
が
編
集

@
 

に
参
興
し
た
。
と
こ
ろ
が
完
成
後
間
も
な
く
哲
宗
の
親
政
開
始
と
と
も
に
新
法
黛
系
官
僚
が
政
権
を
握
り
、

察
下
、
曾
布
ら
に
よ
っ
て
「
質

録
」
改
定
の
願
い
が
出
さ
れ
、

元
一
拓
本
が
司
馬
光
の
「
棟
水
紀

聞
」
を
多
く
採
っ
た
の
に
針
し
、
こ
の
と
き
の
紹
聖
本
は
安
石
の
「
照
寧
目
録
」
に
依
っ
た
。
後
こ
れ
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
年
十

紹
聖
元
年
五
月
に
は
重
修
の
詔
が
降
っ
た
(
「皇
朝
編
年
網
目
備
要
」
巻
二
四
)。

一月、

重
修
成
り
、
章
惇
が
上
呈
し
た
。
こ
の
重
修
本
は
、

元
結
貫
録
を
底
本
に
し
て
墨
書
し
、

増
添
の
部
分
を
朱
書
、

削
去
は
(
雌
)
糞
を

用
い
た
の
で
朱
墨
史
と
呼
ば
れ
る
。
完
成
後
、

元
祐
本
は
焚
鍛
さ
れ
た
ら
し
い
。

一方、

「
哲
宗
貫
録
」
は

元
一
結
末
年
ま
で
の
「
前
録
」
百

容
と
以
降
の
「
後
録
」
九
四
巻
と
に
分
か
れ
、
徽
宗
の
大
観
四
年
三
二

O
)
四
月
、
察
京
に
よ
っ
て
進
呈
さ
れ
て
い
る
。
前
後
に
分
け
た
の

は
、
宣
仁
垂
簾
の
政
が
哲
宗
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
雨
質
録
の
改
修
が
紹
興
四
年
に
本
格
化
し
た
こ
と
は
、

前
節
で
述
べ
た
安
石
批
判
の
第
二
の
時
期
の
始
ま
り
と
一
致
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し
、
程
皐
系
官
僚
の
進
出
と
軌
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
。
重
修
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
は
、

陽
の
人
、
司
馬
光
の
皐
を
縫
ぐ
と
と
も
に
、
光
の
子
孫
を
撫
育
し
或
い
は
程
門
高
弟
弔
ア
停
を
自
代
推
薦
し
た
り
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
越
鼎
の

姻
戚
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
趨
鼎
、
活
沖
二
人
の
動
き
を
見
る
と
、
建
炎
四
年
七
月
、

沖
は
雄
部
尚
書
謝
克
家
の
推
薦
を
受
け
、
紹
興
四

「
唐
鑑
」
の
著
者
活
租
馬
の
子
の
沼
沖
で
、
華

年
五
月
、
高
宗
じ
き
じ
き
の
要
望
で
直
史
館
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

一日
一僻
し
た
後
、
七
年
九
月
か
ら
翌
八
年
十
月
ま
で
再
び
宰
相
と
な
っ
て
い
る
。「一
脚
宗
貫
録
」
の
完
成
が
紹
興
六
年
正
月
、

一
方
越
鼎
は
同
年
三
月
参
知
政
事
、

九
月
に
は
宰
相
位
に
就
き
、
六
年
十
二
月

「
哲
宗
貫
録
」
は

八
年
六
月
、

「
績
修
哲
宗
貫
録
」
が
同
年
九
月
で
あ
る
か
ら
、
全
て
越
鼎
の
監
修
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
「
朝
野
雑
記
」
甲
巻
四
一
柳
宗
哲

ハ⑮事
そ賓
の録
中や
で
ー寸

宋
フじ
五葬
祭
L 

「
要
録
」

関
係
記
事
か
ら
雨
貫
録
の
編
纂
に
開
興
し
た
主
な
人
物
を
拾
い
あ
げ
る
と
越
鼎
、

活
沖
以
外
に
十
九
名
程
が
数
え
ら

「
同
補
遺
」
に
名
の
み
え
る
者
が
十
五
名
、
う
ち
伊
川
の
皐
統
上
に
あ
る
者
は
八
名
、
特
に
張
九
成
、
高
問
、

験
樗
ら
楊
時
の
門
人
五
名
の
存
在
が
目
立
っ
て
い
る
。
程
向
島
十
系
以
外
の
人
物
も
嘗
然
の

こ
と
な
が
ら
司
馬
光
、
蘇
淘
ら
奮
法
黛
系
が
大
部
分
を
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占
め
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

高
宗
の
宣
仁
皇
后
問
題
を
契
機
と
し
て
輿
さ
れ
た
修
史
事
業
は
、

質
質
的
に
越
鼎
を
中
心
と
す
る
程
皐
系
皐
者

官
僚
に
よ
っ
て
挽
進
さ
れ
た
わ
け
で

「
貫
録
と
調
う
は
但
だ
嘗
に
其
の
寅
を
録
す
ベ
し
。
市
し
て
褒
毘
自
ら
見
わ
れ
ん
。
若
し
附
す
る
に
愛
憎

の
語
を
以
て
す
れ
ば
、

宣
に
之
を
貫
録
と
謂
わ
ん
や
」
(
「
要
録
」
巻
一
二
紹
興
七
年
五
月
己
丑
)
と
、

改
修
に
お
け
る
「
公
心
」
を
強
調
す
る
高

宗
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
纂
者
の
議
振
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
か
っ

た
。

紹
興
五
年
二
月
、
直
史
館
活
沖
は

「
紳
宗
貫
銭
考
異
L

五
巻
を
撰
し
、
史
館
に
附
し
て
衆
議
に
か
け
る
こ
と
を
乞
い
許
さ
れ
た
。
議
論
が
多

様
な
た
め
、
去
取
の
意
を
明
示
し
て
後
世
に
備
え
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、
編
修
宮
内
部
で
も
意
見
の
封
立
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
史
館
が
底
本
と
し
て
使
用
し
た
「
朱
墨
史
」
が
原
本
と
健
裁
が
異
な
る
上
、
簡
便
に
従
っ
た
寓
本
で
あ
っ
た
の
で
、

た
め
「
考
異
」
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一

躍
五
十
巻
分
の
完
成
を
み
た
の
が
紹
興
五
年
九
月
、

不
備
を
補
う

翌
六
年
正
月
に
は
二
百
巻
が
高
宗

に
献
上
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
越
鼎
が
一
時
相
位
を
去
っ
て
い
る
聞
に
問
題
が
起
っ
た
。
重
修
「
一
柳
宗
皇
帝
賓
録
L

に
は
、

な
お
「
詳
略
中
を
失
し
、
去
取
未
だ



嘗
ら
」
ざ
る
所
が
あ
る
と
し
て
、
史
館
に
項
目
ご
と
の
解
説
を
附
す
る
よ
う
と
の
御
筆
が
降
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
趨
鼎
の
僻
任
後
、
濁
り
相
位

こ
の
淡
の
意
を
受
け
た
秘
書
著
作
郎
何
論
が
「
新
銀
の
靴
謬
を
正
さ
ん
」
と
乞
う
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
劃

に
あ
っ
た
の
は
張
凌
だ
が
、

し
、
九
月
再
び
相
位
に
就
い
た
越
鼎
は
、

た
だ
ち
に
こ
の
措
置
に
反
論
し
、
何
拾
の
用
い
た
局
本
が
史
館
の
底
本
で
あ
る
曾
統
の
準
呈
本
と
異

な
る
黙
の
あ
る
所
を
指
摘
し
「
靴
謬
」
を
底
本
の
異
同
に
よ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
件
は
、
底
本
の
違
い
と
い
う
こ
と
で

牧
拾
さ
れ
た
が
、
渡
の
「
新
貫
録
」
批
判
の
員
意
は
、
越
鼎
の
安
石
及
び
察
京
ら
新
法
黛
を
徹
底
的
に
瓢
り
ぞ
け
る
態
度
へ
の
不
満
に
あ
っ
た

⑮
 

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、

趨
鼎
汲
に
よ
る
重
修
作
業
が
朝
廷
内
部
に
あ
っ
て
如
何
に
微
妙
な
位
置
に
あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
よ

う
活
沖
は
「
哲
宗
貫
録
」
を
重
修
す
る
に
際
し
て
も
「
考
異
」
の
例
に
倣
い
「
排
謹
」

録
」
は
、
察
京
が
成
書
後
、
「
時
政
記
」
「
日
暦
」
の
類
を
焚
棄
し
た
の
で
史
料
蒐
集
か
ら
や
り
直
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
曾
布
の
「
正
論
」
な
ど
ま

で
が
史
館
に
回
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
中
か
ら
、
京
ら
の
「
謹
詩
」
を
謹
す
る
記
事
を
整
理
し
た
の
が
「
排
謹
」
で
あ
る
。
こ
ち

一
豊
富
を
著
わ
し
、
史
館
の
参
考
に
供
し
た
。

「
哲
宗
貧

ら
は
大
き
な
波
澗
も
な
く
八
年
九
月
、
紹
聖
・
元
符
年
間
分
の
「
績
修
」
を
上
呈
し
て
完
了
し
て
い
る
。
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趨
鼎
は
「
績
修
」
完
成
の
翌
十
月
、
宰
相
の
位
を
追
わ
れ
、
以
降
十
七
年
徐
り
に
わ
た
る
秦
槍
濁
相
時
代
に
入
る
。
王
安
石
を
禽
ん
だ
と
評

さ
れ
る
程
の
秦
檎
で
あ
る
か
ら
、
趨
鼎
の
雨
賓
録
に
批
判
的
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
高
宗
の
意
向
に
正
面
か
ら
反

劃
す
る
こ
と
に
な
る
雨
貫
録
の
改
訂
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
史
官
を
弾
劾
し
た
り
、
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
南
貫
録
は
結

局
そ
の
ま
ま
置
か
れ
、
後
代
修
史
の
基
本
史
料
と
な
る
。
そ
の
代
わ
り
秦
檎
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
「
徽
宗
貫
録
」
は
大
第
疎
略
な
も
の
で
あ
っ

た

「
徽
宗
貫
録
」
は
、
紹
興
十
一
年
七
月
、
元
符
三
年
か
ら
大
観
四
年
に
至
る
六
十
巻
が
進
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
貫
録
院
が
「
簡
約
に
従
い

ま
た
史
官
の
方
で
も
秦
槍
を
議
避
す
る
の
で
、
綴
密
な
仕
事
が
で
き
る
朕
態
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

細
務
を
略
去
す
る
」
ょ
う
指
示
し
、

ぅ
。
し
か
も
大
観
以
降
の
分
は
遂
に
編
纂
さ
れ
.
す
、

上
呈
さ
れ
た
六
十
巻
分
も
含
め
て
編
纂
さ
れ
直
し
、
完
成
し
た
の
は
孝
宗
の
淳
照
四
年
の

353 

こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
高
宗
に
と
っ
て
、
越
鼎
及
び
彼
の
周
圏
の
程
聞
学
系
同
筆
者
官
僚
と
の
出
舎
い
は
、
懸
案
の
宣
仁
皇
后
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
越
鼎
ら
も
高
宗
の
修
史
の
意
園
を
十
分
理
解
し
、
自
汲
の
反
王
鼠
午
、

反
新
法
黛
の
立
場
を
更
に
竪

固
に
す
る
方
向
で
「
貫
録
」
を
改
訂
し
た
が
、
張
凌
の
反
射
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
立
場
は
嘗
時
の
朝
廷
内
に
在
っ
て
必
ず
し
も
共
通

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
雨
朝
賀
銑
完
成
後
に
秦
槍
時
代
を
迎
え
た
こ
と
は
、
反
新
法
振
に
と
り
大
い
な
る
傍
倖
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
こ
の

「神
宗
質
録
」
が
、
後
世
の
史
家
の
安
石
翻
を
ほ
ぼ
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

四

進

士

科

試

題

王
安
石
許
債
と
密
接
に
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
科
奉
制
の
改
更
が
あ
る
。
北
宋
の
哲
宗
・
徽
宗
朝
、
新
奮
雨
黛
の
政
権
交
替
が

あ
る
度
に
目
ま
ぐ
る
し
く
貢
暴
の
制
が
端
変
わ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
元
一
腕
の
法
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
る
南
宋
の
科
牽
制
に
は
、

⑫
 

高
宗
の
経
術
主
義
と
安
石
の
程
術
主
義
と
の
関
係
な
ど
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。⑮

 

と
こ
ろ
で
安
石
の
科
奉
改
革
の
最
終
目
標
は
皐
校
貢
奉
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
科
翠
制
度
全
般
を
問
題
に
す
る
詳
で
は
な
い
の
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で
、
安
石
以
降
の
進
士
科
試
題
の
襲
還
を
概
観
し
て
南
宋
初
期
の
特
質
を
考
え
た
い
。
田
川
寧
四
年
二
月
の
安
石
の
繁
法
は
、
詩
賦
、
帖
程
、
墨

義
の
腰
止
、
「
易
」
「
詩
」
「
書
」
「
周
艦
」
「
瞳
記
」
か
ら
の
一
経
選
揮
と
「
論
語
」

「
孟
子
」
の
粂
習
。

最
初
が
本
経
、

毎
試
四
場
と
し
て
、

@
 

四
場
が
策
三
道
を
試
す
る
こ
と
な
ど
が
主
な
改
革
黙
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
詩
賦
が
慶
さ
れ

た
こ
と
、
及
び
経
に
「
春
秋
」
が
含
ま
れ
ず
、
更
に
の
ち
安
石
の
「
三
経
新
義
」
「
字
説
」
が
解
韓
の
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
が
後
世
、
論
議
の

争
貼
と
な
る
。
や
が
て
紳
宗
が
設
し
宣
仁
太
后
の
下
で
奮
法
集
が
政
権
を
握
る
と
「
字
説
」
の
引
用
が
禁
止
さ
れ
(
元
一
版
元
年
〉
、
四
年
に
は
詩

-
次
い
で
粂
経
の
経
義
十
道
、
第
三
場
は
論
一
首
、

賦
の
復
活
が
行
わ
れ
て
科
拳
の
上
で
も
新
法
は
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
奮
法
議
に
よ
る
改
更
は
、
春
秋
科
の
設
置
、
解
鰹
に
先
儒
の
停
注
及
び

自
己
の
意
見
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
を
み
た
が
、
詩
賦
と
経
義
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
で
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
旬
。
そ
の
結

果
、
経
義
、
詩
賦
の
雨
科
を
た
て
て
、
詩
賦
の
準
土
は
、
第
一
一
場
で
「
易
L

「
詩
」
「
書
」
「
周
瞳
L

「
噴
記
」
「
春
秋
左
惇
」
か
ら
一
経
を
選
揮
、



「
論
語
」
「
孟
子
L

を
粂
習
さ
せ
本
経
義
二
遁
、
語
、
孟
義
各
一
道
を
試
す
。
第
二
場
で
賦
と
律
詩
を
各
一
首
、
三
場
で
論
一
首
、
四
場
で
は

子
、
史
、
時
務
策
二
道
を
試
す
こ
と
に
、
ま
た
専
鰹
準
土
は
商
経
を
必
習
と
し
て

一
、
二
場
で
本
経
義
各
三
道
、
語
、
孟
義
各

一
道
を
試
し
、

三
場
以
下
は
詩
賦
と
同
じ
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
賦
の
復
活
と
い
っ
て
も
経
義
は
商
科
必
習
で
あ
り
、
最
早
、
照
寧
以
前
の
法
に

戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
哲
宗
の
親
政
が
始
ま
る
と
再
び
詩
賦
が
罷
め
ら
れ
、
元
一
両
の
専
経
準
士
の
法
の
み
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
紹
聖
の
法
は
、
徽
宗
朝
、
三
合
法
施
行
時
に
も
績
け
ら
れ
、
靖
康
元
年
、
再
度
詩
賦
復
活
の
詔
が
出
さ
れ
た
が
、
科
場
を
設
け
る
暇

も
な
い
ま
ま
翌
年
北
宋
は
滅
亡
し
た
。

以
上
が
照
寧
、
元
一
腕
、
紹
婁
の
準
士
科
試
題
の
概
略
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
南
宋
は
建
炎
二
年
五
月
、
元
一
応
の
法
を
参
酌
し
て
、
詩
賦
、

経
義
を
分
離
し
た
取
土
の
法
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
毎
試
三
場
と
し
、
詩
賦
を
取
る
者
は
第
一
場
に
詩

・
賦
を
各
一
首
、
経
義
の
者
は
本
経
義

三
道
、
語
、
孟
義
各
一
道
を
、
二
場
以
降
は
共
通
で
論
一
道
、
三
場
が
策
三
道
と
決
め
た
の
で
あ
る
(
「
要
録
」
倉
一
五
同
月
丙
成
)
。

こ
の
よ
う
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に
元
祐
法
と
異
な
り
詩
賦
を
選
揮
し
た
者
は
、
経
義
を
治
め
な
く
と
も
よ
い
こ
と
に
建
炎
法
の
特
色
が
あ
る
。

ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
一
歩
後
退
で
あ
ろ
う
。
既
に
元
結
の
改
更
の
と
き
、
専
鰹
に
て
受
験
す
る
者
は
十
に
二
、

無れ
しを
と経
い術
う主
欺義
態と
で、@い

う
土貼
人か

は
詩
賦
に
殺
到
し
て
い
た
が
、
今
後
は
経
義
の
粂
習
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
結
果
は
目
に
見
え
て
い
る
。
恐
ら
く
新
法
否
定
と
経
術
主
義
を
雨

存
さ
せ
よ
う
と
す
る
高
宗
の
最
も
苦
慮
し
た
所
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
建
炎
二
年
の
貢
奉
法
制
定
に
際
し
、
経
義
は
古
注
を
用
い
、
専
ら
王
氏
の
設
を
取
ら
ぬ
よ
う
に
と
の
上
言
が
あ
り
、
高
宗
は
こ
れ
を
認

め
て
い
る
か
ら
、
王
皐
が
経
の
唯
一
の
解
韓
で
あ
る
と
い
う
新
法
涯
の
立
場
は
嘗
然
否
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
不
専
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
北
宋
の
「
字
説
」
や
コ
元
一
筋
皐
術
」
の
禁
の
場
合
の
禁
令
の
如
く
巌
密
な
禁
止
令
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て

@
 

お
き
た
い
。
「
字
読
」
と
違
い
、
「
新
義
」
は
元
一
筋
時
に
於
て
も
全
面
否
定
は
さ
れ
ず
、
ま
た
「
新
義
」
を
皐
ん
だ
大
量
の
土
人
に
無
用
な
混

範
を
起
さ
せ
ま
い
と
す
る
配
慮
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

355 

高
宗
朝
は
、
都
合
十
一
回
の
科
奉
が
賞
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
先
の
安
石
批
剣
の
時
期
匿
分
に
あ
て
て
み
る
と
、
建
炎
二
年
と
紹
興
二
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年
が
第
一
期
、
第
二
期
が
紹
興
五
年
と
八
年
、
三
期
が
最
も
多
く
十
二
年
、
十
五
年
、
十
八
年
、
二
十

一年、

二
十
四
年
の
五
回
、
最
後
が
二

で
は
各
科
場
で
こ
れ
ら
の
時
期
に
劉
臆
す
る
よ
う
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
貢
壌
の
法
に
つ
い
て
は
、
建
炎
二
年
の
三
場
制
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
、
三
十
年
の
科
場
の
み
例
外
的
に
経
義

・
詩
賦
粂
習
で
行
わ
れ
て
い

@
 

る
が
、
大
き
な
繁
動
は
無
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
個
々
の
場
合
を
み
る
と
、
あ
る
程
度
そ
の
時
期
固
有
の
問
題
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ

十
七
年
と
三
十
年
の
二
回
で
あ
る
(
い
ず
れ
も
省
試
の
年
)
。

る制
、
経
義
・
詩
賦
別
習
の
原
則
が
た
て
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

建
炎
二
年
と
紹
興
二
年
は
、
未
だ
行
在
も
定
ま
ら
ず
各
路
の
崎
運
司
所
在
州
で
の
類
省
試
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
み
た
三
場

し
か
し
政
策
全
般
を
奮
法
に
戻
す
建
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
元
結

法
の
詩
賦
・
樫
義
粂
習
が
寅
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
建
炎
元
年
六
月
十
三
日
に
は
逸
早
く
元
祐
鰹
賦
粂
習
の
制
に
逗
す
こ

@
 

と
を
論
議
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
嘗
時
恰
か
も
元
結
時
に
反
新
法
で
は
一
致
し
な
が
ら
個
々
の
黙
で
は
意
見
の
封
立
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
元
一
筋
法
そ
の
ま
ま
の
復
活
を
主
張
す
る
雄
部
向
書
洪
擬
、
経
賦
雨
科
の
礎
部
侍
郎
王
陶
、
詩
賦
の
み
の
御
史
曾
統
な
ど
、
詩
賦
復
活
の
方

法
を
め
ぐ
り
政
府
部
内
で
意
見
が
封
立
し
て
い
た
。

そ
れ
を
経
賦
雨
科
に
決
定
し
た
の
は
、
高
宗
の
「
古
今
の
治
飢
多
く
史
書
に
在
り
。
経
義
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を
以
て
登
科
す
る
者
、
類
ね
史
に
通
ぜ
ず
」
と
の
言
葉
で
あ
る
が
(
「
要
録
」
巻
六
一
紹
興
二
年
十
二
月
葵
巳
)
、

」
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
れ
ば

「
経
を
修
め
る
者
は
史
に
逼
じ
な
い
」
と
は
一
般
的
に
安
嘗
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
し
か
し
照
寧
の
貢

事
法
改
革
後
、
新
法
系
は
鰹
義
を
重
ん
じ
て
常
に
詩
賦
を
罷
め
、
同
時
に
「
春
秋
」
も
麗
し
、
奈
京
に
い
た
っ
て
は
史
皐
を
禁
じ
た
。

一
方
奮

法
系
は
経
義

・
詩
賦
を
粂
習
さ
せ
且
つ
「
春
秋
左
惇
」
を
大
経
と
し
た
と
い
う
情
勢
の
も
と
で
、
経
義
を
習
う
新
法
系
土
人
が
史
に
暗
く
、
反

@
 

新
法
系
士
人
は
劉
抗
上
詩
賦
を
重
ん
じ
史
を
習
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
像
で
き
る
。
し
か
も
詩
の
習
得
に
比
べ

経
の
習
得
に

@
 

要
す
る
努
力
は
数
一倍
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
元
一
桁
法
の
如
く
で
あ
れ
ば
新
法
系
士
人
が
登
第
し
や
す
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
経
術
主
義
と
い
っ
て
も
特
に
史
皐
を
重
視
し
た
高
宗
に
と
り
、
史
鼠
平
を
盛
ん
に
す
る
た
め
詩
賦
の
み
の
途
を
開
く
こ
と
は
己
む
を
得
ぬ
措

雨
科
分
立
の
事
情
も
納
得
で
き
よ
う
。

置
で
あ
っ
た
ろ
う
。
南
宋
の
準
士
科
が
元
結
の
鰹
賦
雨
習
の
法
を
取
ら
ず
、
経
賦
雨
科
で
始
ま
っ
た
理
由
は
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で



き
る
。
紹
興
五
年
の
科
場
で
は
あ
る
が
、
奏
拳
人
中
、
詩
賦
を
習
う
者
一
千
五
百
徐
人
、
経
義
一
千
絵
人
と
あ
る
か
ら
(
「
要
録
」
巻
九
O
紹
興
五

年
六
月
戊
辰
)
、
経
賦
の
比
率
も
概
ね
う
ま
く
い
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

省
試
が
復
活
し
た
紹
興
五
年
、
八
年
の
科
場
が
趨
鼎
宰
相
時
に
嘗
る
。
こ
の
時
期
、
程
皐
系
官
僚
が
多
く
中
央
に
登
用
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

科
事
に
於
て
も
程
願
の
文
の
引
用
が
多
け
れ
ば
上
位
合
格
と
な
っ
た
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
李
心
俸
は
朱
勝
非
の
「
秀
水
閉
居
録
」
に
述
べ
る

こ
う
し
た
記
事
に
劃
し
、
五
年
の
廷
試
第
一
の
在
洋
、
省
試
第
一
の
責
中
の
策
に
聞
の
文
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
反
論
す
る
が
(
「
要
録
」
巻

@
 

九
三
同
年
九
月
乙
亥
〉
、
し
か
し
正
洋
(
リ
在
態
辰
)
、
英
中
南
者
は
程
皐
系
の
皐
聞
を
修
め
て
お
り
、
結
果
的
に
程
皐
系
準
土
が
上
位
を
占
め
た

こ
と
に
は
襲
り
が
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
七
年
、
翌
年
の
科
場
を
前
に
秦
檎
涯
と
目
さ
れ
る
権
吏
部
侍
郎
呉
表
臣
は
、
老
成
寅
皐
の
士
を

こ
れ
は
次
の
秦
檎
時
代
の
程
皐
弾
匿
の
先

遺
落
さ
せ
ぬ
た
め
に
も
策
論
を
重
視
す
る
よ
う
請
う
て
い
る
〈
「
要
録
」
巻
一
一
一
一
同
年
七
月
戊
申
〉
。

描
け
で
あ
り
、
新
興
程
撃
波
官
僚
に
射
す
る
責
務
汲
官
僚
の
巻
き
返
し
と
解
揮
で
き
る
。

涯
の
蓋
諌
を
し
て
し
ば
し
ば
程
撃
弾
劾
の
上
奏
を
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
道
命
録
」
巷
四
に
は
、
紹
興
十
四
年
の
殿
中
侍
御
史
在
勃
の
言
を
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さ
て
秦
檎
時
代
の
五
回
の
科
撃
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
科
場
か
ら
程
皐
の
影
響
を
一
掃
す
る
た
め
「
専
門
の
皐
」
を
禁
じ
、
自

は
じ
め
、
何
若
、
曹
錫
、
鄭
仲
熊
、
張
震
ら
の
上
奏
が
録
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
そ
れ
と
逆
に
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
秦
檎
振
の
大
量
の
登
第
で

あ
る
。
十
二
年
の
科
場
で
は
雨
漸
の
解
を
得
た
者
二
百
八
人
の
う
ち
秦
槍
と
繋
が
り
が
深
い
永
嘉
の
拳
人
が
四
十
二
名
も
お
り
、
温
州
一
州
で

@
 

南
街
の
五
分
の
一
を
占
め
、
「
宰
執
の
子
姪
皆
な
鷲
れ
に
預
る
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
〈
「
要
録
」
巻
一
四
四
同
年
三
月
乙
卯
)
。
ま
た
二
十
四
年

の
科
場
は
奏
槍
汲
勢
力
の
ピ

l
ク
を
一
示
す
も
の
で
、
知
貢
参
ら
の
考
官
が
檎
波
で
固
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
檎
の
孫
秦
墳
が
省
試
第
一
、
廷
試

第
二
で
合
格
し
た
の
を
は
じ
め
周
寅
、
鄭
時
中
、
秦
熔
ら
秦
槍
汲
の
子
弟
が
多
く
上
位
で
登
第
し
た
。
こ
の
と
き
秦
填
や
廷
試
第
二
の
曹
冠
ら

@
 

は
般
試
針
策
の
中
で
程
皐
批
判
の
文
を
綴
っ
て
い
る
(「要
録
」
巻

一
六
六
同
年
三
月
辛
酉
)
。
こ
う
し
た
中
で
紹
興
十
二
年
、
奉
子
が
王
安
石
の

コ
ニ
鰹
新
義
」
を
用
い
る
よ
う
上
書
し
て
、
朝
廷
が
論
議
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
高
宗
の
「
安
石
の
皐
は
宏
博
だ
が
穿
撃
に
私
意
を
以
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て
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
用
い
る
べ
き
で
な
い
」
と
の
言
で
取
り
止
め
に
な
っ
て
い
る
が
(
「
要
録
」
巻
一
四
五
同
年
六
月
葵
未
)
、
こ
の
よ
う
な
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や
は
り
「
奏
槍
は
安
石
を
向
ぶ
」
の
具
鐙
例
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
紹
興
十
四
年
の
解
試
が
経
賦
粂
習
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
一
言
燭
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
十
三
年
二
月
の
園
子
司
業
高
聞
の

こ
と
を
論
議
す
る
こ
と
自
陸
、

そ
の
前
の
越
鼎
の
時
期
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

言
に
依
る
措
置
で
、
太
皐
復
興
に
仲
い
、
旬
月
課
試
の
法
を
程
義
・
詩
賦

・
論
策
の
三
場
と
し
た
制
を
科
場
に
も
適
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
元

@
 

豊
・
元
一
肺
・
紹
聖
の
折
衷
案
が
太
同
学
の
経
術
主
義
の
名
の
も
と
に
質
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
粂
習
は
土
人
の
聞
に
混
乱
を
も
た
ら
し

@
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
十
五
年
の
省
試
直
前
に
な
っ
て
奮
に
戻
さ
れ
経
賦
雨
科
に
分
け
ら
れ
た
。

秦
槍
浪
後
の
第
四
期
は
、
科
場
に
於
け
る
程
摩
、

王
翠
の
相
封
化
が
行
わ
れ
た
時
期
で
、

二

家
の
設
に
拘
わ
ら
ず
精
揮
博
取
せ
よ
」
と
の

詔
が
出
さ
れ
(
「
要
録
」
を
一
七
三
紹
興
二
十
六
年
六
月
乙
酉
)
、
先
の
二
十
四
年
の
貢
拳
で
登
第
し
た
奏
槍
親
糞
の
秦
墳
、
鄭
時
中
、
秦
淳
、
周
寅
、

曹
冠
ら
が
左
遷
、
追
放
の
鹿
分
に
あ
っ
て
い
る
(
「要
録
」
を
一
七
四
紹
興
二
十
六
年
八
月
笑
酉
)
。

制
度
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は

紹
興
十
四
年
の

解
試
で
行
わ
れ
た
経
賦
粂
習
が
三
十
年
の
科
場
で
再
び
質
施
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
秦
槍
時
代
か
ら
士
人
が
よ
り
習
得
し
易
い
詩
賦
に
流

れ
る
傾
向
が
あ
り
、
十
の
七
、

八
は
詩
賦
で
雁
募
し
た
と
も
い
わ
れ
る
(
「
要
録
」
径

一
五
五
紹
興
十
六
年
十
一
月
庚
午
)
。

し
か
も
今
度
は
「
詩
賦
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の
人
は
史
を
讃
ま
ず
L

と
高
宗
が
嘆
い
た
よ
う
に

南
宋
初
期
の
詩
賦
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
ぬ
吠
況
と
は
む
し
ろ
逆
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
劃
し
て
早
く
か
ら
経
義
で
優
秀
な
答
案
が
多
い
場
合
に
は
、
十
分
の
三
を
限
度
と
し
て
詩
賦
の
定
員
を
回
わ
し
経
義
及
第
者
を
培

す
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、

経
賦
の
不
均
衡
は
是
正
さ
れ
ず
、
特
に
「
躍
記
」
「
周
躍
」
「
春
秋
」
の
腰
募
者
が
少
な
く、

「
周
雄
」

に
至
つ
て
は
皆
無
と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
(
「要
録
」
巻
一
七
五
紹
興
二
十
六
年
十一

月
美
巳
)
。

こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
紹
輿
三
十
年
の
科
場
は
第

一
場
で
大
小
経
各

一
道
を
試
す
経
賦
粂
習
制
が
質
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
十
一
年
二
月
、
経
義
と
詩
賦
に
精
通
す
る
土
人
が
少
な

く
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
秀
れ
た
人
物
が
い
て
も
落
さ
れ
る
と
の
理
由
で
粂
習
制
は
一
再
び
奮
制
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

建
炎
・
紹
興
年
聞
の
準
土
科
は
、
史
筆
を
重
ん
ず
る
高
宗
の
鰹
術
主
義
を
反
映
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
北
宋
末
新
法
下
の
科
拳
政
策
の
影
響

が
減
ず
る
に
従
っ
て
、
経
術
の
衰
退
と
い
う
譲
想
外
の
結
果
を
賓
ら
し
、
安
石
の
鰹
術
主
義
は
勿
論
、
元
一
茄
法
で
意
聞
し
た
経
事
や
史
拳
傘
重

も
賓
現
で
き
ず
、
吉
岡
宗
の
意
に
反
し
た
結
末
を
迎
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



五

従

iiiP. 

問

題

南
宋
朝
の
王
安
石
評
債
で
看
過
し
得
ぬ
問
題
に
、
孔
子
廟
の
配
享
、
従
班
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
宋
史
」
躍
八
に
「
淳
一
服
元
年
(
一
二
四

二
正
月
、
理
宗
太
皐
に
幸
す
。
詔
し
て
周
敦
願
、
張
載
、
程
頼
、
程
願
、
朱
煮
を
以
て
従
記
し
、
王
安
石
を
期
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
安

石
が
最
終
的
に
孔
子
廟
か
ら
賭
け
ら
れ
た
の
は
、
理
宗
の
淳
一
版
元
年
、
南
宋
の
滅
び
る
僅
か
四
十
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
主
同
学

と
程
皐
の
封
抗
関
係
は
従
把
問
題
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
勿
論
、
朝
廷
の
遁
拳
公
認
は
こ
の
時
よ
り
湖
り
、
嘉
定
十
三

年
(
一
二
二

O
)
に
は
周
敦
願
、
程
頼
、
程
願
、
張
載
の
遁
誼
が
な
さ
れ
、
理
宗
の
賓
慶
三
年
(
一
二
二
七
)
、
朱
蕉
が
太
師
を
特
贈
さ
れ
信
園
公

に
遁
封
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
園
家
の
数
撃
の
中
心
で
あ
る
太
皐
の
孔
子
廟
の
従
把
が
王
安
石
か
ら
程
朱
に
嬰
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
王
準
、
程
事
問
題
に
最
終
的
な
結
着
が
つ
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
孔
子
廟
の
従
杷
は
ど
う
で
あ
っ

紹
興
七
年
、
胡
安
園
が
二
程
、
部
落
、
張
載
の
封
倭

・
従
問
を
要
請
し
て
以
来
、
二
程
或
い
は
朱
子
を
従
記
せ
よ
と
の
上
言
は
繰
り
返
し
行
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た
の
か
、
最
後
に
考
え
て
み
よ
う
。

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
安
石
削
去
の
願
い
は
孝
宗
の
乾
道
四
年
ハ
一
一
六
八
)
十
二
月
、
太
良
平
録
細
腕
談
之
に
よ
る
も
の
と
、
淳
照
四
年
ハ
一

@
 

雄
部
侍
郎
李
蒸
ら
に
よ
る
上
奏
が
知
ら
れ
る
。
特
に
李
煮
の
上
奏
は
安
石
の
子
、

一
七
七
)
孝
宗
の
太
皐
行
幸
の
前
後
、
吏
部
侍
郎
緒
粋
中
、

王
雰
を
従
把
か
ら
は
ず
す
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
安
石
に
つ
い
て
は
、
孝
宗
の
意
向
或
い
は
従
官
の
論
議
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
か

で
は
王
安
石
父
子
は
何
時
、
誰
の
意
志
に
よ
っ
て
配
目
さ
れ
た
の
か
。
北
宋
末
の
安
石
配
享
の
経
緯
か
ら
み
て
ゆ
こ

ら
従
記
績
行
と
な
っ
た
。

う

神
宗
の
元
豊
七
年
、
躍
部
の
上
言
に
依
り
孟
子
が
顔
子
と
と
も
に
宣
聖
に
配
食
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
萄
子
、
揚
雄
、
韓
愈
が
左
郎
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明
ら
二
十
二
賢
の
聞
に
従
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
孔
子
廟
制
度
の
一
大
嬰
革
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
従
来
の
配
享
が
顔
回
を
第
一
と
し
て
、
以
下

@
 

孔
門
十
哲
を
列
し
た
の
に
封
し
、
韓
愈
以
降
興
っ
た
道
統
の
考
え
に
基
づ
き
、
孟
子
を
顔
子
の
次
に
配
し
た
か
ら
で
あ
る
。
所
謂
、
贋
義
の
宋
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撃
の
道
統
制
酬
を
そ
の
ま
ま
孔
子
廟
制
度
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
道
統
を
縫
承
す
る
も
の
が
従
記
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
で

き
あ
が
り
、
そ
の
中
で
徴
宗
の
崇
寧
三
年
(
一
一

O
四
〉
六
月
、
安
石
が
配
享
さ
れ
、
位
は
郷
園
公
(
孟
子
)
の
次
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
政
和
三
年
三
=
一
ニ
)
に
は
安
石
が
釘
王
に
、

王
宝
刀
も
臨
川
伯
に
封
ぜ
ら
れ
て
従
相
さ
れ
、

父
子
と
も
ど
も
孔
子
廟
廷
に
配
さ
れ
た
の

一
連
の
反
王
安
石
、
反
新
法
議
政
策
の
も
と
で
、
右
諌
議
大
夫
楊
時
の
上
言
に
依
り
安
石
配
享
の
像
も

だ
が
こ
の
と
き
安
石
は
孔
子
廟
か
ら
完
全
に
追
放
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
鄭
康
成
の
例
に
依
り
て
従
杷
せ
よ
」
と
の

@
 

詔
が
下
さ
れ
配
享
か
ら
従
組
の
列
に
格
下
げ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
宋
末
の
黄
震
は
「
往
歳
、
顔
、
孟
の
配
享
は
並
に
先
聖
の
左
に
列
し
、

で
あ
る
。
し
か
し
欽
宗
の
靖
康
元
年
、

ま
た
毅
去
さ
れ
た
。

近
ご
ろ
曾
子
、
子
思
を
升
す
に
叉
並
に
先
聖
の
左
に
列
し
而
し
て
其
の
右
を
虚
に
し
以
て
相
向
わ
ず
」
と
述
べ
、

そ
の
理
由
を
太
皐
博
士
陸
鵬

升
に
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、
大
略
次
の
よ
う
に
言
う
「
初
め
顔
、
孟
の
配
享
は
左
が
顔
子
、
右
が
孟
子
で
あ
っ
た
。

照
豊
年
間
、
新
経
が
盛
行

し
て
か
ら
安
石
を
聖
人
と
魚
し
、
顔
子
の
下
に
配
享
し
た
。
故
に
左
が
顔
子
と
安
石
、
右
は
孟
子
と
な
っ
た
。
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
察
下
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が
安
石
は
孟
子
の
下
に
在
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
安
石
を
右
に
還
し
て
顔
子
と
向
い
あ
わ
せ
孟
子
を
顔
子
の
下
、
第
三
位
に
移
し
た
。
こ
う

し
て
左
が
顔
、
孟
、
右
が
安
石
と
な
っ
た
。
察
下
は
や
が
て
安
石
を
顔
子
の
上
、
更
に
は
孔
子
に
代
え
よ
う
と
さ
え
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

@
 

南
渡
後
安
石
の
配
享
が
罷
め
ら
れ
た
の
に
孟
子
の
位
を
元
に
戻
す
議
が
起
ら
な
か
っ
た
の
で
今
だ
に
右
が
虚
な
の
で
あ
る
」
。
顔
、
曾
、
思
、
孟

@
 

以
後
歴
代
の
定
制
と
な
っ
た
。

四

子

の

配

享

は

理

宗

の

威

淳

三

年

(

一

二

六

七

)

に

制

定

さ

れ

、

後

世

の

左

右

配

享

と

異

な

り

四

子

が

孔

子

の

東
面
に
西
向
し
て
一
列
に
配
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
嘗
時
も
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
既
に
王
明
清
、
岳
珂
も
し
て
お
川
、

孔
子
に
誰
を
ど
の
よ
う
な
位
置
で
配
享

・
従
記
す
る
か
は
諸
説
紛
々
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
孔
子
の
像
は
南
面
す
る
が
、
こ
れ
も
朱
子
の

意
見
で
は
古
躍
で
な
く
、
「
古
人
の
神
位
は
皆
な
西
に
坐
し
て
東
に
向
う
」
の
で
あ
り
、
或
い
は
宣
聖
の
像
を
造
る
こ
と
自
佳
、

瞳
に
反
し
た
。

ま
た
開
元
雄
に
操
る
と
律
実
は
、
時
に
臨
ん
で
位
を
設
け
、
顔
孟
の
配
饗
は
先
聖
の
左
右
に
於
て
な
さ
れ
て
い
る
の
に
、
今
は
東
に
坐
し
て
西

@
 

に
繕
う
と
、
や
は
り
配
享
の
位
置
に
つ
い
て
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
孔
子
廟
の
殿
上
で
の
配
享
、
十
哲
の
従
把
、
東
西
雨
熊
で
の
諸
弟
子
、

先
儒
の
従
杷
が
明
確
に
さ
れ
た
の
は
政
和
三
年
(
一
二
三
)
の
「
政
和
新
儀
」
制
定
に
於
て
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
配
享
の
位
置
関
係
は
明
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ら
か
で
な
い
。
王
明
清
、
岳
珂
は
顔
、
孟
は
左
右
に
配
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
安
石
父
子
は
孔
子
廟
に
従
記
さ
れ
た

朕
態
で
南
渡
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
南
宋
は
新
た
に
行
在
を
定
め
行
宮
を
建
設
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

北
宋
末
の
太
皐
孔
子
廟
を
縫
承
す
る
と
は
い
え
、
建
炎
三
年
神
宗
廟
へ
の
安
石
配
餐
を
罷
め
、
紹
興
四
年
釘
王
の
告
を
追
奪
し
な
が
ら
、

一
方

で
は
再
建
し
た
太
準
の
孔
子
廟
に
安
石
父
子
を
質
質
上
町
り
直
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
誰
の
意
固
で
あ
っ
た
の
か
。
史
料
は
何
も
語
ら
ぬ

が
、
配
餐
を
罷
め
王
爵
追
奪
を
上
言
し
た
の
が
趨
鼎
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
見
て
き
た
所
に
よ
れ
ば
秦
槍
を
措
い
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ

ろ
う
。南

宋
の
太
拳
は
、
秦
檎
宰
相
下
の
紹
興
十
二
年
(
一
一
四
二
〉
臨
安
府
四
月
子
を
増
修
し
て
太
皐
と
す
る
こ
と
で
ま
ず
再
興
さ
れ
た
。
翌
年
正
月

岳
飛
の
奮
宅
が
園
子
監
太
皐
に
嘗
て
ら
れ
、
因
子
司
業
に
高
聞
が
任
命
さ
れ
て
か
ら
本
格
的
に
制
度
が
整
え
ら
れ
る
。
七
月
に
は
三
百
人
の
生

員
が
合
格
し
、
大
成
般
に
至
聖
文
宣
王
を
奉
安
し
て
再
建
は
一
段
落
し
た
。
孔
子
奉
安
の
躍
を
執
行
し
た
の
は
秦
檎
で
あ
る
。

@
 

は
、
太
摩
復
興
の
最
後
の
仕
上
げ
と
し
て
高
宗
の
硯
撃
を
願
い
出
、
十
四
年
三
月
己
巳
、
太
皐
行
幸
が
寅
現
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
高
閲
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と
こ
ろ
で
高
聞
は
嘗
て
太
撃
で
楊
時
に
従
い
同
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
胡
安
聞
が
楊
時
に
士
を
訪
う
た
と
こ
ろ
聞
を
第
一
に
推
し
た
と
い
う
逸

話
の
持
主
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
郵
鯨
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
代
四
明
伊
洛
の
風
干
の
組
と
仰
が
れ
る
よ
う
に
亀
山
門
下
の
程
皐
系
の
皐
者
で

し
か
も
趨
鼎
の
薫
と
し
て
久
し
く
追
わ
れ
て
い
た
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
秦
槍
の
下
で
登
用
さ
れ
太
皐
再
建
の
任
に
あ
た

@
 

っ
た
の
は
、
彼
が
上
舎
選
を
も
っ
て
準
土
及
第
を
賜
わ
っ
た
と
い
う
経
歴
や
鰹
術
主
義
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
課
試
の
法
が

高
聞
の
意
見
に
よ
り
経
賦
雨
習
の
三
場
と
決
め
ら
れ
、
こ
れ
が
十
四
年
の
解
試
に
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か

@
 

し
こ
の
こ
と
は
同
じ
く
程
事
を
奉
ず
る
摩
者
か
ら
の
反
援
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
秦
槍
に
阿
設
し
た
こ
と
へ
の
非
難
を
も
含
め
、
こ

の
時
期
に
太
拳
を
復
興
し
た
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
指
弾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
秦
槍
の
意
園
は
正
し
く
そ
こ
に
あ
っ
た
諜
で
、
紹
興
十
一
年

の
玉
牒
所
、
十
二
年
の
崇
政
般
、
垂
扶
殴
、
十
三
年
の
園
丘
、
太
位
、
太
稜
、
十
四
年
の
宗
子
皐
、
秘
書
省
、
御
書
院
ら
一
連
の
造
皆
、
設
置

は
、
和
議
を
既
定
の
も
の
と
し
、
講
和
の
鐙
制
つ
く
り
の
た
め
の
園
制
整
備
で
あ
り
、
太
皐
復
興
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
の
で
あ
加
。
太
皐
再

あ
り
、

361 
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建
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
孔
子
廟
に
従
記
さ
れ
た
安
石
父
子
は
、
飽
く
ま
で
主
戦
論
と
王
皐
批
判
を
唱
え
る
程
皐
系
官
僚
を
排
除

し
よ
う
と
す
る
秦
槍
政
治
の
象
徴
的
意
味
合
い
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
従
杷
が
以
後
百
年
績
く
と
い
う
こ
と
は
、
南
宋

の
政
治
史
、
政
治
思
想
史
を
考
え
る
場
合
、
よ
く
む
に
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

お

わ

り

高
宗
の
経
術
主
義
を
軸
に
王
安
石
許
債
に
関
連
す
る
貫
録
改
修
、
科
翠
準
土
科
の
試
題
更
定
、

孔
子
廟
従
杷
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、

い
ず
れ
も
事
賓
の
表
面
を
撫
ぞ
る
だ
け
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
史
料
は
、

程
皐
に
代
表
さ
れ
る
過
激
な
王
拳

批
判
振
に
劃
し
て
、
沈
歎
こ
そ
し
て
は
い
る
が
安
石
を
支
持
す
る
官
僚
層
の
存
在
も
ま
た
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
秦
槍
が
そ

の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
み
た
。
従
っ
て
程
皐
系
官
僚
が
安
石
や
新
法
涯
を
非
難
す
る
の
は
、

車
に
過
去
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な

石
支
持
層
は
そ
の
寅
態
が
明
ら
か
で
な
い
。
要
す
る
に
程
皐
に
封
抗
す
る
王
撃
波
と
い
う
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。

」
の
貼
は
本
稿
で
鯛
れ
る

- 48ー

く
、
現
寅
に
批
判
の
封
象
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
程
皐
系
官
僚
が
、
明
確
な
集
圏
、
す
な
わ
ち
皐
汲
を
成
し
て
い
る
の
に
劃
し
、
安

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
王
皐
の
内
容
分
析
と
そ
の
縫
承
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
王
皐
の
継
承
者
が
そ
れ
を
表
に

出
し
つ
つ
活
動
す
る
と
い
う
現
象
は
見
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
安
石
支
持
波
と
は
、
程
間
四
千
系
官
僚
に
批
判
的
な
者
が
、

程
四
月
干
汲
の
安
石
批
判
に

輿
し
な
か
っ
た
結
果
、
我
々
の
自
に
暗
黙
の
支
持
層
と
し
て
映
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
再
び
楊
時
の
安
石
批
剣
を
想
い
起
し
た

ぃ
。
彼
は
組
宗
の
法
を
襲
範
し
、
同
学
者
の
心
術
を
敗
壊
し
た
こ
と
を
非
難
し
た
冒
頭
に
、
安
石
が
管
商
の
術
を
挟
ん
だ
こ
と
を
聞
挙
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。
法
家
的
功
利
主
義
は
そ
の
最
も
忌
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
或
い
は
紹
興
元
年
、
奈
京
、

王
輔
の
門
人
で
あ
っ
て
も
材
能
あ
る
者
は
任

用
す
る
と
の
詔
が
降
さ
れ
た
こ
と
も
併
わ
せ
て
注
意
し
た
い
。
嘗
時
、
宰
相
で
あ
っ
た
呂
聞
浩
は
南
宋
の
財
政
建
直
し
に
努
力
し
て
い
た
が
、

彼
の
配
下
で
働
く
有
能
な
官
僚
に
は
新
法
黛
系
の
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
こ
の
詔
が
降
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
「
要
録
」
巻
四
八
同
年
十
月
乙
丑
)
。

す
な
わ
ち
催
準
涯
に
輿
し
な
い
官
僚
層
と
は
、
新
法
蕪
政
権
下
の
北
宋
末
以
来
、
寅
質
的
に
政
曜
を
支
え
て
き
た
責
務
波
官
賓
が
そ
の
主
謹
で



は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

建
前
と
し
て
奮
法
黛
の
立
場
を
と
る
初
期
南
宋
朝
に
於
て
、
奮
法
黛
が
程
皐
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
代
表
さ
れ
る
欣
況
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
程
開
門
干
涯
が
政
権
の
中
植
を
占
め
る
時
期
が
趨
鼎
時
代
の
僅
か
四
年
に
過
ぎ
な
か
っ
た
原
因
は
、
彼
ら
が
貫
務
涯
官
僚
と
王
皐
涯
を
同
一
視

し
、
自
ら
を
そ
れ
ら
に
劃
抗
す
る
位
置
に
お
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
程
皐
汲
の
王
皐
批
判
が
も
し
そ
う
し
た
意
味
を
も
つ
の
で
あ

れ
ば
、
秦
檎
波
後
の
政
局
の
主
導
権
を
握
り
得
な
い
の
は
嘗
然
で
、
せ
い
ぜ
い
「
程
拳
王
皐
南
専
門
の
皐
に
拘
わ
ら
ず
」
と
の
相
封
化
の
形
で

依
然
と
し
て
朝
廷
は
程
皐
を
冷
遇
し
、

安
石
従
杷
が
績
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

復
権
が
な
さ
れ
る
の
に
止
ま
っ
た
の
は
十
分
首
肯
で
き
る
。

る
。
こ
れ
を
道
皐
形
成
史
か
ら
見
れ
ば
、
や
が
て
健
制
数
同
月
干
の
地
位
を
得
る
た
め
に
は
、
責
務
汲
官
僚
の
支
持
が
不
可
依
と
な
る
わ
け
で
、
こ

う
し
た
観
黙
か
ら
、
寧
宗
末
よ
り
理
宗
朝
に
か
け
て
の
遁
皐
側
の
動
き
を
改
め
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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註①
こ
う
し
た
観
黙
か
ら
の
考
察
と
し
て
は
、
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な
お
本
稿
で
は
、
安
石
の
新
法
そ
の
も
の
の
廃
止
、
価
継
承
の
問
題
に
は
溺

れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
機
舎
が
あ
れ
ば
別
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

る。
②

「
綾
資
治
逼
鑑
長
編
拾
補
」
巻
五
三
靖
康
元
年
二
月
甲
寅

③
「
建
炎
以
来
繋
年
要
録
」
(
以
下
「
要
録
」
と
略
記
〉
巻
四
八
紹
興

元
年
十
月
乙
丑
以
下
本
稿
は
「
要
録
」
に
嬢
る
部
分
が
多
い
。
営
然
李

心
俸
の
立
場
が
問
題
に
な
る
が
、

今
は
詳
述
し
得
な
い
。
た
だ
「
宋
史
」

本
俸
に
「
心
停
有
史
才
逼
故
賞
、
:
:
:
蓋
其
志
常
重
川
局
而
薄
東
南
之
土

:
:
:
」
と
あ
る
が
、
道
拳
に
射
し
て
は
明
ら
か
に
好
意
的
で
あ
る
。
「
道

命
録
」
「
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
」
(
以
下
「
朝
野
雑
記
」
と
略
稽
〉
甲
巻

六
道
風
平
興
援
同
乙
巻
四
元
堕
至
嘉
定
宣
聖
配
饗
議
な
ど
参
照
。

④
例
え
ば
、
「
要
録
」
巻
三
五
建
炎
四
年
七
月
丁
巴
同
巻
四
八
紹

輿
元
年
十
月
丁
卯
の
僚
に
詳
し
い
。

⑤

千
葉
契
「
孟
皇
后
の
こ
と
宋
代
の
后
妃
そ
の
三
1

」
(『
生
江
義
男
先

生
還
暦
記
念
歴
史
論
集
』
所
枚
一
九
七
八
)

⑤
衣
川
強
「
秦
槍
の
講
和
政
策
を
め
ぐ
っ
て
一
(
「
東
方
皐
報
」
四
五
一

九
七
三
)

⑦
「
要
録
」
巻

二
五
紹
興
七
年
九
月
了
酉
「
朝
野
雑
記
」
甲
巻
一

高
宗
翠
皐

③
高
宗
の
事
問
に
つ
い
て
、
特
に
秦
檎
と
の
関
係
で
論
じ
た
も
の
に
庄
司

荘
一
「
秦
槍
に
つ
い
て
」
(
「
甲
南
大
暴
論
集
」
七
一
九
五
八
)
が
あ

る。
@
「
要
録
」
各
二
六

- 49ー

建
炎
三
年
八
月
美
亥

前
任
者
沼
沖
が
「
逼
鑑
」
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を
刻
し
、
刊
行
直
前
に
な
っ
て
鶴
任
し
た
が
、
後
任
の
王
琢
は
「
遁
鑑
」

を
邪
説
親
し
て
鍛
板
し
た
の
で
慮
剖
さ
れ
た
。
沼
沖
に
つ
い
て
は
後
述
。

⑮

「
要
録
」
径
二
四
同
月
戊
申
朔

「朝
野
雑
記
」

乙
径
一

一

親
等中

輿
御
筆
内
批
不
同
の
項
参
照
。

⑪
「
宋
元
皐
案
」
巻

二

五

亀
山
皐
案

「要
録
」
巻
八
七
紹
興
五
年
三

月
庚
子
な
お
玉
居
正
は
紹
興
四
年
九
月
、
喰
樗
を
左
宣
教
郎
と
篤
す
制

詞
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
こ
の
制
詞
も
安
石
批
剣
の
内
容
を
も
っ
(
「
南
京

銀
」
各
八

O
同
月
辛
未
〉
。
喰
樗
は
越
鼎
の
推
穆
に
か
か
る
程
息
子
源
官

僚。

⑫
「
要
録
」
巻
一
七
三
紹
興
二
十
六
年
七
月
乙
卯
高
宗
は
陳
躍
の

「
晶
件
発
集
」
を
譲
み
、
そ
の
安
石
批
剣
を
嘉
し
て
誌
を
賜
っ
て
い
る
。

⑬
安
石
と
「
春
秩
」
に
つ
い
て
は
、
諸
橋
轍
次
『
儒
皐
の
目
的
と
宋
儒
の

活
動
』
(
『著
作
集
』

一

大
修
館
書
庖
一
九
七
五
復
刊
〉
四
六
九
頁
以

下
、
皮
錫
瑞
『
経
象
歴
史
』
八
縫
製
a

後
古
時
代
、
及
び
周
致
問
の
注
稗
参

照
。
「
断
側
朝
報
」
云
々
は
紹
興
十
五
年
の
進
土
周
麟
之
が
孫
賓
の
「
春

秋
経
解
」
政
文
に
記
し
た
言
葉
で
、
そ
れ
が
も
し
安
石
の
言
葉
で
あ
っ
た

に
し
て
も
王
態
麟
「
困
皐
紀
聞
」
巻
六
が
引
く
予
和
靖
の
言
の
よ
う
に
、

安
石
に
「
春
秋
」
を
援
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑭
以
下
は
「
要
録
」
の
該
嘗
記
事
の
他
「
郡
蔚
讃
書
志
」
巻
六
「
直
前
鮒

書
録
解
題
」
巻
四
「
綴
資
治
通
鑑
長
編
」
(
以
下
「
長
編
」
と
略
稽
)

巻
三
六
五
同
径
四
五
六
茶
上
開
閉
「
王
刑
公
年
譜
考
略
」
各
二
五
「
朝

野
雑
記
」
甲
俳
句
四
一
柳
宗
哲
宗
新
貫
録
な
ど
を
参
照
。

⑮
任
申
先
、
張
九
成
、
普
ノ淳
、
高
関
、
胡
涯
、
活
如
圭
、
朱
松
、
王
頭
、

李
禰
遜
、
李
公
怒
、
喰
樗
、
常
問
、
王
居
正
、
劉
大
中
、
熊
彦
詩
、
環

中
、
野
名
世
、
勾
湾
、
張
蝶
ら
で
あ
る
。

⑮

「

要

録
」
巻
主
二
紹
興
八
年
壬
午
「
道
命
録
」
巻
三
李
心
停

の
言
に
よ
れ
ば
、
資
渚
善
の
推
薦
を
受
け
た
張
波
は
「
紹
述
の
論
」
は

「
孝
悌
の
設
」
だ
と
し
、
越
鼎
の
安
石
批
剣
及
び
新
雨
朝
貫
録
に
批
剣
的

で
あ
っ
た
と
す
る
。

⑫

「
宋
史
」
径
三
二
七
王
安
石
億

四
…
奪
三
年
二
月
参
知
政
事
と
し
て

神
宗
に
述
べ
た
言
葉
、

「経
術
正
所
以
経
世
務
、
但
後
世
所
謂
儒
者
、
大

抵
皆
庸
人
、
故
世
俗
皆
以
篤
経
術
不
可
施
於
世
務
爾
」

⑬
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
太
宰
生
生
活
」
(
『
ア
シ
ア
史
研
究
』
一
所
収
〉

⑬
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
翠
制
度
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
舎
一
九
六
九
)

九
四
頁
参
照
。

③
侍
御
史
劉
撃
は
詩
賦
の
復
活
を
主
張
。
左
僕
射
司
馬
光
は
経
術
優
先
を

唱
え
た
。
「
宋
史
」
選
血
雲
仙
一
「
長
編
」
巻
三
六
八
元
結
元
年
間
二
月

庚
寅
及
び
向
島
信
三
七
一
元
年
三
月
壬
成
の
僚
参
照
。

③
元
祐
四
年
の
知
杭
州
蘇
紙
の
言
。
「
文
献
通
考
」

選
怒
考
四
同
八
年

の
中
書
。
一
一
日
で
は
、
太
鼠
平
生
員
二
千
一
百
絵
人
中
、
詩
賦
を
粂
ね
ざ
る
者

は
織
か
に
八
十
二
人
と
い
う
。
(
「
宋
史
」
選
翠
志
一
〉

@
「
宋
元
率
案
」

九

八

刑

公
新
皐
略
参
照
。

@
三
十
年
の
科
場
に
つ
い
て
は
「
宋
禽
要
」
選
皐
四
翠
土
十
二
十
七

年
二
月
一
日
及
び
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
の
僚
参
照
。
な
お
紹
興
十
五

年
に
つ
い
て
は
後
述
。

⑫
「
宋
舎
要
」
選
翠
四
奉
士
十
建
炎
元
年
六
月
十
三
日
の
僚
。

②
馬
端
臨
は
、
こ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
「
援
、
品
特
絞
書
抑
史
同学時四詩

賦
、
此
崇
観
以
後
立
科
造
土
之
大
指
、
其
論
似
正
失
、
然
経
之
所
以
獲
傘

者
、
以
有
剤
釘
之
三
経
也
、
史
輿
詩
之
所
以
遭
斥
者
、
以
有
深
水
之
逼
鑑

蘇
責
之
酬
唱
也、

霊
倹
借
正
論
以
成
其
姦
、
其
音
山
岨
旦
以
震
六
籍
優
於
遷
国

- 50ー



李
杜
也
哉
」
(
「
文
献
通
考
」
巻
一
一
一
一
選
毎
回
〉
と
遁
確
な
批
評
を
し
て
い

v
Q

。

⑧
註
⑫
蘇
紙
の
言
。

@
「
宋
元
皐
案
」
巻
四
六
玉
山
祭
案
「
宋
元
皐
案
補
遺
」
巻
二
六

@
秦
槍
と
温
州
の
人
士
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
衣
川
前
掲
論
文
参
照
。

温
州
は
爾
析
で
も
特
に
科
畿
の
盛
ん
な
地
で
あ
る
こ
と
。
有
力
な
寅
拳
永

嘉
皐
源
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
な
ど
興
味
深
い
問
題
が
多
い
。

③
秦
槍
波
の
程
皐
麹
劾
は
概
し
て
内
容
に
乏
し
い
。
こ
の
と
き
の
曹
冠

が
、
伊
川
の
皐
は
併
設
を
採
り
入
れ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
注
意
を
引

く
程
度
で
あ
る
。

③
「
朝
野
雑
記
」
甲
巻
一
三
四
科
参
照
。

@
解
試
の
段
階
で
経
術
精
通
の
秋
試
官
が
不
足
す
る
な
ど
の
問
題
も
起

り
、
混
乱
を
窺
わ
せ
る
(
「
要
録
」
巻
一
五
一
紹
興
十
四
年
四
月
己
酉
〉
。

@
「
皇
宋
中
興
雨
朝
聖
政
」
巻
四
七
巻
五
五
「
朝
野
雑
記
」
乙
各
四

元
盟
至
嘉
定
宣
翠
配
饗
議
。
清
鹿
鍾
瀦
撲

『
文
廟
柁
典
考
』
〈
中
園
薩

繁
皐
舎
影
印
)
参
照
。

@
「
文
献
逼
考
」
巻
四
四
皐
校
五
陶
希
聖
「
孔
子
廟
庭
中
漢
儒
及
宋
儒

的
位
次
」
下
(
「
食
貨
月
刊
」
復
刊
二
ノ
一
一
一
九
七
二
)

@
「
靖
康
要
録
」
巻
六

③
貧
震
「
慈
渓
賀
氏
自
抄
分
類
」
巻
三
一
一

③
願
炎
武
「
日
知
録
」
各
一
四

365 

②
「
探
襲
鍛
」
前
録
巻
一
一
一
「
程
史
」
巻
一
一

③
い
ず
れ
も
「
朱
子
語
類
」
巻
九

O
躍
七

⑧
以
上
は
「
要
録
」
各
一
四
五
J
一
五
一
の
関
連
記
事
、

儒
一
太
皐
の
篠
参
照
。

@
「
宋
元
昼
案
」
巻
二
五
亀
山
第
案
「
宋
史
」
巻
四
三
三
本
俸

@
「
要
録
」
径
一

五一

紹
興
十
四
年
三
月
壬
申
に
引
く
胡
寅
の
書
。

@
「
要
録
」
巻

一四
八

紹

興
十
三
年
二
月
乙
酉
に
附
す
呂
中
「
大
事

記」

「
宋
曾
要
」
崇

四
位
配
享
封
爵

(
補
註
)
程
元
敏
「
王
安
石
穿
父
子
享
紀
廟
庭
考
」
ハ
「
園
立
墓
潟
大
皐
文

史
哲
皐
報
」
二
七
一
九
七
八
)
脱
稿
後
、
氏
の
論
稿
を

見
る
こ
と
が

で
き
た
。
顔
、
孟
、
主
の
配
享
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
「
程
史
」

「
糞
氏
日
抄
」
の
記
事
に
依
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
通
考
」
巻
四
四

崇
寧
三
年
に
は
、
安
石
配
享
の
前
に
「
三
年
太
常
寺
言
、
園
朝
柁
儀
諸
壇

洞
祭
、
正
位
居
中
南
面
、
配
位
在
正
位
之
東
南
西
菌
、

若
雨
位
亦
篤
一
列

以
北
盛
岡
上
、
其
従
犯
之
位
叉
在
其
後
」
と
あ
り
、
「
程
史
」
の
如
く
「
初

奮
制
充
、
銃
二
公
東
西
側
由」
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
ま
た
「
宋
曾
要
」

躍
二
ハ
懇
奨
の
紹
照
三
年
八
月
十
七
日
の
僚
に
も
「
充
園
公
顔
回
、
郷
園

公
孟
軒
、

経
王
玉
安
石
配
饗
西
上
、
王
安
石
己
降
従
紀
之
例
不
曾
明
載
指

揮
・
:
」
と
あ
り
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
に
か
け
て
の
配
享
の
位
置
は

更
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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of Confucian philosophy systemized by Neo-Confucianism. Miura's strict

distinctionbetween heaven and man and absolute denial of five elements

are certainly notable. But even in these cases, we find brilliantforerun･

ners in the history of Chinese philosophy, Hsiin-tzu菊子and Liu Tzung-

yiian柳宗元in the former, Wang T'ing-hsiang 王廷相and Wu T'ing-han

呉廷翰in the latter.In Japan itself,the scholars of Kaitokudo懐徳堂in

Osaka with whom Miura kept an intimate contact,for example, generally

tended to deny the ｅχistenceof five elements. At any rate, the philo-

sophy of cKi seemed at this time to have reached the stage to cast away

the five elements｡

　　

To summarize, it can be said that Miura's philosophy was a splendid

monument to the encounter between the European geocentric theory of

nature and the philosophy of ch'i. Whether or not one can see in it the

spiritof modern science, as often been suggested,ｌ cannot yet decide.

The Evaluation of Wang An-shih 王安石

　　　

in the Early Southern Sung

　　　　　　

尺ondo Kazunaパ

　　

The Southern Sung government is said to have been dominated by

sympathizers of the ０１ｄLaw Party 奮法m. This generalization,however,

needs to be re-eχamined. For one thing, it was in 1241, only forty years

before the fall 0f Southern Sung, that Wang An-shih was deprived of

his place in the Confucian temple 孔子廟of the Imperial Academy太學.

Being enshrined in the Confucian temple was an honour reserved exclu-

sively for those considered as orthodox followers of Confucius. Despite

repeated attempts, for example, it took more than ａ hundred yeａｒｓto have

scholars of the tａｏ､ｈｓiｔeJi道學school,such as the Ch'eng程Brothers, so

honouredバWhat significance,then, could we draw from this fact？

　　

In order to legitimize his accession to the throne, Kao-tzung高宗was

compelled to change the image of Empress Hsiian-jen 宣仁皇后, villified

by the New Law Party 新法m. The revision of the veritable
records

貢録of Shen-tzung祚宗and Ｃｈｅ･tzung哲宗was ordered
to serve this

purpose･ and the people worked on the task were, by and large, followers
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of the Ch'eng Brothers, with Chao Ting 趙鼎as the centralfigure,Fervent

criticsof Wang, they based the revision on their conviction. Around the

same time, Wang was stripped of the princely title,and his mortuary

tablet was removed from the temple of Shen-tzung. The anti-χA'^angｃａｍ･

paign, thus, seemingly took ａ 丘ｒｍroot in the Southern Sung court｡

　　

The situation,however, went through ａradical shiftonce Ch'in K'uei

秦檜came to power.　As ｏ伍cialsof the Ch'eng school, who advocated

continued war with the Chin金were purged, criticismagainst Wang too

subsided. Moreover, Ch'in was reportedly a great admirer of Wang. When

the

　

Imperial Academy was ｒｅ･established,it was probably through his

in丑uence that Wang was enshrined in the Confucian temple. The rehabili-

tationｏ１Wang was carried on on the nationwidescale thereafter,while the

Ch'eng school was continued to be treated coldly at the court｡

　　

In short, Cheng school'scriticismof Wang An-shih put itin the posi･

tion opposing the pragmatic bureaucracy. As ａ consequence, it seemed to

have lost all power to lead the real politics.The enshrining oi　Ｗａngin

the Confucian temple symbolizes this development.

The Rise of Ｎｅｏ･Confucian Orthodoxy

　　　　　　　

in Yuan China

　　　　　

ｗ. ＴｈｅｏｄｏｒｅｄｅＢａｒｙ

　　

It is well known that Chu Hsi's朱熹teaching became ａ dominant

force and virtual ０rthodoχｙ in China, Korea and Japan during later cen-

turies. That ｏｒthodoχｙ，however, was not created by Chu Hsi himself

but by others　after him. In this study are ｅχamined some of the con-

verging intellectual and political developments that led up to the adoption

of Chu's teaching as the standard for the civil service ｅχaminations, which

occurred first in the Yuan dynasty and was then confirmed by the Ming

and Ch'ing.

　　

Two teachers made important contributions to that early development,

Chen Te-hsiu 佩徳秀(1178-1235) and Hsii Heng許衡(1209-81).　They

represent ａ strain of ethico-political thought expressed in the concepts of

the “ transmission of the Way ″ or orthodox tradition (tao-t‰７１ｇ道統)and
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